
は
じ
め
に

　

通
常
、
北
宋
の
閤
門
職
は
皇
帝
の
側
近
武
官
の
要
職
と
し
て
評
価
さ
れ
、
そ
の
職

掌
と
し
て
朝
廷
の
儀
礼
上
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る①

。
し
か
し
な
が
ら
、
も
う
一

つ
の
重
要
な
職
務
と
し
て
、
皇
帝
に
対
す
る
文
書
伝
達
が
あ
り
、
閤
門
を
通
じ
て
直

接
皇
帝
に
上
書
で
き
た②

。
こ
う
し
た
閤
門
の
職
務
は
、
他
の
諸
々
の
使
職
と
同
様
に

唐
代
に
淵
源
す
る
。
唐
代
で
は
、
一
義
的
に
「
閤
門
」
と
は
建
築
物
と
し
て
の
文
字

通
り
の
門
を
指
し
、
官
職
呼
称
と
し
て
の
「
閤
門
」
の
出
現
は
唐
代
後
半
期
に
宦
官

の
内
諸
司
使
の
一
つ
と
し
て
、
閤
門
使
が
出
現
し
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
宋
代
の

よ
う
に
「
閤
門
」
が
直
ち
に
独
自
の
官
署
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
一

般
的
な
唐
代
「
閤
門
」
の
意
味
は
や
は
り
門
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
唐
代

の
宮
城
の
諸
門
の
様
態
を
瞥
見
す
る
と
文
書
の
受
領
に
関
す
る
機
能
が
散
見
し
、
宋

代
的
「
閤
門
」
の
淵
源
が
、
唐
代
に
あ
る
こ
と
が
想
定
出
来
る③

。
本
稿
で
は
、
そ
う

し
た
宋
制
の
起
源
と
し
て
の
唐
代
「
閤
門
」
に
お
け
る
文
書
伝
達
の
在
り
方
を
考
察

し
た
い④

。
第
一
章　

文
書
伝
達
と
宦
官

　

唐
代
の
文
書
上
奏
過
程
、
特
に
表
・
状
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
開
元
盛

世
の
典
章
を
飾
る
『
大
唐
六
典
』
で
さ
え
、
次
の
様
な
曖
昧
な
記
述
に
終
始
し
て
い

る
（
以
下
史
料
の
引
用
で
（
）
は
原
注
、﹇
﹈
は
筆
者
注
と
す
る
）⑤

。

　
　

 

司
言
、
掌
宣
伝
啓
奏
之
事
（
凡
有
勅
処
分
、
承
勅
人
宣
付
司
言
連
署
、
案
記
。
別
鈔

一
本
、
付
門
司
伝
出
。
若
外
司
附
奏
、
受
事
人
奏
聞
。
承
勅
処
分
、
伝
付
外
司
。
仍
録

事
目
、
旨
意
、
亦
連
署
為
案
）。

と
あ
り
、「
外
司
」
と
は
、
一
般
の
官
司
・
官
人
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に

対
応
す
る
「
事
を
受
く
る
の
人
」
は
、当
該
記
載
項
目
が
宮
官
の
司
言
で
あ
る
の
で
、

禁
中
の
女
官
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、「
外
司
」
と
女
官
の
間
に
媒
介
者
が
存
在
し
た

か
で
あ
る
が
、男
性
の
官
人
が
直
接
女
官
に
文
書
を
手
交
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、

存
在
し
た
と
見
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
、
引
用
文
に
い
う
勅
の
発
出
過
程
が

参
考
に
な
る
。
女
官
と
外
界
と
の
中
間
項
と
し
て
門
司
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
門
司
で
あ
る
が
、
前
述
の
理
由
か
ら
し
て
、
監
門
衛
の
武
官
よ
り

も
宦
官
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
宦
官
の
職
掌
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
八
四
、

宦
官
伝
の
序
に
、

　
　

 

貞
観
中
、
太
宗
定
制
、
内
侍
省
不
置
三
品
官
。
内
侍
是
長
官
、
階
四
品
。
至
永

淳
末
、
向
七
十
年
、
権
未
仮
於
内
官
。
但
在
閤
門
守
禦
、
黄
衣
廩
職
而
已
…
中

略
…
玄
宗
在
位
既
久
、
崇
重
宮
禁
。
中
官
稍
称
旨
者
、
即
授
三
品
左
右
監
門
将

軍
、
得
門
施
棨
戟
。　
　

と
あ
り
、閤
門
の
門
番
が
唐
初
か
ら
の
宦
官
の
固
有
の
職
務
だ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
。

実
際
に
事
に
あ
た
っ
た
宦
官
は
、
内
侍
省
宮

局
の
内
給
使
が
そ
れ
に
あ
た
ろ
う
。

彼
ら
の
職
務
規
程
に
は
「
掌
諸
門
進
物
、
出
物
之
暦
」
と
い
う
の
が
あ
り
、
宮
中
諸
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門
の
物
資
の
出
入
り
も
掌
っ
て
い
た⑥

。

　

次
に
、
彼
ら
宦
官
が
管
理
し
て
い
た
「
閤
門
」
と
は
、
如
何
な
る
門
で
あ
っ
た
の

か
。
も
し
、
こ
の
「
閤
門
」
が
外
廷
の
諸
門
で
あ
れ
ば
、
監
門
衛
の
武
官
で
事
足
り

る
の
で
あ
り
、
殊
更
に
宦
官
が
配
置
さ
れ
る
以
上
、
女
官
の
い
る
禁
中
と
外
廷
の
境

界
線
上
の
門
で
あ
ろ
う
。『
大
唐
六
典
』
か
ら
『
唐
両
京
城
坊
考
』
に
到
る
地
誌
関

係
史
料
に
出
現
す
る
「
閤
門
」
と
明
記
さ
れ
た
門
は
、
太
極
宮
や
大
明
宮
の
正
殿
の

脇
門
で
あ
る
東
・
西
「
上
閤
門
」
の
み
で
あ
る
。
次
に
『
故
唐
律
疏
議
』
衛
禁
律
二

を
参
照
す
る
と⑦

、
上
閤
門
に
準
じ
て
同
程
度
の
法
的
威
力
を
付
さ
れ
た
禁
中
直
通
の

諸
門
を
「
通
内
門
」
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
誌
や
律
等
の
厳
密
に
門

を
規
定
す
る
文
献
以
外
の
、
正
史
列
伝
や
文
集
等
の
史
料
で
は
、「
閤
門
」
は
普
通

名
詞
と
し
て
一
般
的
に
使
用
さ
れ
、
し
か
も
宮
城
だ
け
で
な
く
地
方
官
衙
に
も
用
例

が
見
え
、
古
く
漢
代
か
ら
通
じ
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
佐
原
康
夫
氏
は
、

漢
代
の
地
方
官
衙
の
中
門
で
あ
る
「
閤
」
の
社
会
的
機
能
を
考
察
さ
れ
、
以
下
の
論

点
を
主
張
さ
れ
た
。「
閤
」
は
単
な
る
通
用
門
で
は
な
く
、
官
衙
の
空
間
配
置
に
お

け
る
公
・
私
の
接
点
と
し
て
、
そ
の
外
側
が
官
僚
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
世
界
、
内
部

は
長
官
の
「
家
」
の
世
界
に
分
割
さ
れ
る
。「
閤
」
内
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
た
官

衙
の
幹
部
・
属
吏
は
、
長
官
か
ら
名
誉
を
与
え
ら
れ
た
者
と
み
な
さ
れ
、
彼
ら
の
忠

誠
心
は
長
官
個
人
に
向
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
漢
代
の
官
衙
は
、「
閤
」
を
接
点

と
し
て
、
空
間
的
に
も
、
人
間
関
係
の
面
で
も
長
官
を
主
人
と
す
る
一
種
の
ミ
ニ
朝

廷
だ
っ
た
、
と
さ
れ
る⑧

。

　

唐
代
に
お
い
て
も
、『
旧
唐
書
』
巻
六
四
、
霍
王
元
軌
伝
に
、

　
　

 ﹇
貞
観
﹈
十
年
﹇
六
三
六
﹈、
改
封
霍
王
。
授
絳
州
刺
史
、
尋
転
徐
州
刺
史
。
元

軌
前
後
為
刺
史
、
至
州
、
唯
閉
閤
読
書
。
吏
事
責
成
於
長
史
、
司
馬
。
謹
慎
自

守
、
与
物
無
忤
、
為
人
不
妄
。

と
あ
り
、
地
方
官
衙
に
お
い
て
長
官
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
領
域
と
公
衙
の
境
界
線
が

「
閤
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
東
宮
の
例
で
あ
る
が
、『
旧

唐
書
』
巻
七
八
、
于
志
寧
伝
に
、

　
　

 ﹇
貞
観
十
五
年
、
六
四
一
、五
月
﹈
以
母
憂
解
、
尋
起
復
本
官
﹇
太
子
詹
事
﹈
…

中
略
…
時
皇
太
子
承
乾
嘗
以
盛
農
之
時
、
営
造
曲
室
、
累
月
不
止
、
所
為
多
不

法
。
志
寧
上
書
諌
曰
…
中
略
…
且
丁
匠
官
奴
入
内
、
比
者
曽
無
伏
監
。
此
等
或

兄
犯
国
章
、
或
弟
罹
王
法
。
往
來
御
苑
、
出
入
禁

、
鉗
鑿
縁
其
身
、
槌
杵
在

其
手
。
監
門
本
防
非
慮
、
宿
衛
以
備
不
虞
、
直
長
既
自
不
知
、
千
牛
又
復
不
見
、

爪
牙
在
外
、
廝
役
在
内
。
所
司
何
以
自
安
、
臣
下
豈
容
無
懼
…
中
略
…
承
乾
不

納
。
承
乾
又
令
閹
官
多
在
左
右
、志
寧
上
書
諌
曰
…
中
略
…
臣
竊
見
寺
人
一
色
、

未
識
上
心
、
或
軽
忽
高
班
、
凌
轢
貴
仕
。
便
是
品
命
失
序
、
綱
紀
不
立
、
取
笑

通
方
之
人
、
見
譏
有
識
之
士
。
然
典
内
職
掌
、
唯
在
門
外
通
伝
、
給
使
主
司
、

但
縁
階
闥
供
奉
。
今
乃
往
來
閤
内
、
出
入
宮
中
。
行
路
之
人
、
咸
以
為
怪
、
伏

望
狎
近
君
子
、
屏
黜
小
人
、
上
副
聖
心
、
下
允
衆
望
。
承
乾
覧
書
甚
不
悦
。
承

乾
嘗
駆
使
司
馭
等
不
許
分
番
、
又
私
引
突
厥
達
哥
支
入
宮
内
。
志
寧
上
書
諌
曰

…
中
略
…
且
突
厥
達
哥
支
等
、
人
面
獣
心
。
豈
得
以
礼
教
期
、
不
可
以
仁
信
待
、

心
則
未
識
於
忠
孝
、
言
則
莫
辯
其
是
非
。
近
之
有
損
於
英
声
、

之
無
益
於
盛

徳
、
引
之
入
閤
。
人
皆
驚
駭
、
豈
臣
愚
識
、
独
用
不
安
。

と
あ
る
。
丁
匠
官
奴
が「
入
内
」す
る
の
に
対
し
、監
門
直
長
や
千
牛
の
宿
衛
が「
外
」

に
あ
り
、宦
官
の
「
閤
内
」
往
来
を
「
出
入
宮
中
」
と
し
、突
厥
の
「
入
閤
」
を
「
入

宮
内
」
と
称
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
官
奴
・
宦
官
・
突
厥
等
、
皇
太
子
承
乾
の
私
的

恩
顧
者
の
禁
中
出
入
り
は
「
閤
」
出
入
で
あ
り
、
監
門
衛
や
宿
衛
の
武
官
が
、
そ
の

外
側
に
所
在
す
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。「
閤
」
内
が
、
官
衙
・
宮
殿
の
主

人
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
空
間
で
、
正
規
の
武
官
が
そ
の
外
側
で
勤
務
し
た
こ
と
が
看
取

で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
史
書
に
み
え
る
「
閤
門
」
と
は
、
律
や
『
六
典
』
等
に
記

載
さ
れ
る
「
上
閤
門
」
だ
け
で
な
く
、
広
く
公
・
私
＝
外
・
内
を
分
け
る
境
界
の
門

で
あ
り
、
一
般
名
詞
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。「
閤
門
」
の
字
を
直
ち
に
太
極
・
大
明

宮
の
特
定
の
門
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
「
上
」
閤
門
で
あ
る
左
右
上
閤
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門
こ
そ
、
特
定
の
固
有
名
詞
的
門
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
筆
者
は
唐
代
史
料
に
頻

出
す
る
「
閤
門
」
と
は
、
左
右
上
閤
門
の
み
な
ら
ず
通
内
門
を
も
指
し
、
禁
中
直
通

の
門
と
定
義
し
た
の
で
あ
る⑨

。
又
、
こ
う
し
た
「
閤
門
」
に
文
書
を
提
出
し
て
時
政

を
論
じ
る
事
を
、
玄
宗
朝
頃
か
ら
「
側
門
論
事
」
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
述
べ
た⑩

。「
閤
門
」
が
一
般
名
詞
と
し
て
唐
代
に
使
用
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
実

際
に
ど
の
門
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
か
。
筆
者
は
、
以
前
、
文
書
提
出
の
場
と
な
っ
た

宮
城
の
諸
門
を
調
査
し
、年
代
順
に
並
べ
、そ
の
変
容
に
つ
い
て
初
歩
的
考
察
を
行
っ

た
。
そ
れ
が
、
表
１
、「
直
訴
の
場
と
し
て
の
諸
閤
門
」
と
表
２
、「
詣
闕
上
書
年
代

表
」（
付
図
１
、
唐
代
宮
城
図
参
照
）
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
論
点
を
打

ち
出
し
た
。

① 

唐
初
、
文
書
の
提
出
先
は
朝
堂
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
れ
は
、
朝
堂
自
体
が
士
庶

の
上
言
の
場
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
の
と
、
肺
石
・
登
聞
鼓
・

函
・
三
司
受

事
と
い
っ
た
下
情
上
達
機
関
が
重
層
的
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。

② 

一
方
、
唐
初
か
ら
、
閤
門
で
上
書
或
い
は
直
訴
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、

そ
れ
が
急
増
す
る
の
は
、
安
史
の
乱
中
、
粛
宗
が
長
安
に
復
帰
し
た
至
徳
二
年

（
七
五
七
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
判
元
帥
府
行
軍
司
馬
と
し
て
禁
軍
を
掌
握

し
た
李
輔
国
の
活
動
が
あ
る
。
彼
は
「
閤
門
」
の
ひ
と
つ
大
明
宮
の
銀
台
門
で
、

皇
帝
と
宰
相
以
下
百
官
の
文
書
取
り
次
ぎ
を
擅
断
し
、
皇
帝
権
力
の
一
部
を
窃
取

し
て
中
間
決
定
者
と
な
っ
た
。

③ 

李
輔
国
が
粛
清
さ
れ
、
魚
朝
恩
が
神
策
軍
の
指
揮
権
を
も
と
に
跋
扈
す
る
と
、
代

宗
は
、
宰
相
元
載
と
の
間
に
、
掌
枢
密
の
董
秀
・
宰
相
府
の
吏
卓
英
倩
を
仲
立
ち

と
し
て
情
報
伝
達
の
機
密
保
持
を
図
り
、
魚
の
粛
清
に
成
功
す
る
。
こ
の
董
秀
の

活
動
が
後
の
枢
密
使
の
起
源
で
あ
る
が
、
宦
官
に
対
し
て
外
廷
と
の
情
報
伝
達
と

そ
の
部
分
的
処
理
権
を
賦
与
し
た
の
は
、
玄
宗
朝
以
来
の
前
史
が
あ
る
。

④ 

元
載
は
、
そ
の
後
も
董
秀
・
卓
英
倩
を
通
じ
て
代
宗
と
繋
が
る
情
報
伝
達
径
路
を

維
持
し
、あ
ま
つ
さ
え
百
官
の
奏
事
を
制
限
し
情
報
の
独
占
を
図
ろ
う
と
す
る
が
、

代
宗
は
再
び
宦
官
・
内
諸
使
を
通
じ
て
外
廷
の
状
況
を
的
確
に
把
握
し
、
最
終
的

に
元
載
を
粛
清
、
安
史
の
乱
中
よ
り
続
い
た
朝
廷
跋
扈
者
の
掃
討
を
達
成
す
る
。

⑤ 

董
秀
を
魁
と
す
る
枢
密
使
の
登
場
は
、
禁
軍
掌
握
宦
官
に
対
抗
し
て
皇
帝
│
宰
相

の
情
報
伝
達
を
密
に
す
る
為
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
宦
官
跋
扈
の
表
徴
・
或

い
は
皇
帝
の
昏
庸
に
帰
せ
ら
れ
る
事
柄
で
は
な
い
。

以
上
で
あ
る
が⑪

、
④
に
関
し
て
は
概
略
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
次
章
で
は
前
稿

の
補
足
と
し
て
、
元
載
政
権
下
の
情
報
伝
達
と
権
力
闘
争
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

第
二
章　

代
宗
と
客
省

　

ま
ず
、
唐
朝
の
長
安
復
帰
か
ら
、
徳
宗
即
位
に
到
る
権
力
者
の
興
亡
を
あ
と
づ
け

た
の
が
、
次
の
年
表
で
あ
る
。

     〈
01
〉
至
徳
二
年
（
七
五
七
）　

十
月
：
粛
宗
、
長
安
に
復
帰

     〈
02
〉
宝
応
元
年
（
七
六
二
）　

五
月
：
李
輔
国
、
宰
相
と
な
り
全
盛

     〈
03
〉         

同
年 　
　
　
　
　

 

六
月
：
程
元
振
、
李
輔
国
に
代
わ
り
判
行
軍
司
馬

と
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

↓
李
輔
国
、
中
書
令
を
罷
め
、
そ
の
権
勢

が
傾
く

     〈
04
〉         

同
年　
　
　
　
　

七
月
：

使
に
状
の
事
前
検
閲
を
禁
じ
る⑫

     〈
05
〉         

同
年　
　
　
　
　

十
月
：
代
宗
、
李
輔
国
を
暗
殺

     〈
06
〉
広
徳
元
年
（
七
六
三
）　

一
月
：
安
史
の
乱
終
結

     〈
07
〉         

同
年　
　
　
　
　

十
一
月
： 

程
元
振
、
吐
蕃
防
衛
の
失
敗
を
問
責
さ

れ
追
放

     〈
08
〉         
同
年　
　
　
　
　

十
二
月
：
魚
朝
恩
、
神
策
軍
を
率
い
長
安
進
駐

　
　
　
　

※　

こ
の
頃
、
宰
相
元
載
、
宦
官
董
秀
・
中
書
主
書
卓
英
倩
と
結
ぶ⑬

     〈
09
〉
広
徳
二
年
（
七
六
四
）　

二
月
：
代
宗
、

函
進
表
を
勧
奨
、
親
覧
を
宣
言⑭
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     〈
10
〉
永
泰
元
年
（
七
六
五
）　

三
月
：
独
孤
及
、
進

上
封
の
有
名
無
実
を
批
判⑮

     〈
11
〉         

同
年　
　
　
　
　
　
　

：
こ
の
頃
、
代
宗
、
右
銀
台
門
客
省
を
運
用〈
補
注
〉

     〈
12
〉
大
暦
元
年
（
七
六
六
）　

二
月
：
元
載
、
百
官
の
論
事
制
限
を
建
議⑯

     〈
13
〉
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）　

三
月
： 

魚
朝
恩
、
元
載
の
策
に
陥
り
、
宮
中
で
暗

殺
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
神
策
軍
の
指
揮
権
が
宦
官
よ
り
奪
わ
れ
る

     〈
14
〉         

同
年　
　
　
　
　
　
　

： 

諸
司
の
長
官
に
閤
門
に
お
け
る
請
対
を
許
す⑰

     〈
15
〉         　
　
　
　
　
　
　
　
　

：
こ
の
頃
、
元
載
の
専
権
宰
相
化

     〈
16
〉
大
暦
六
年
（
七
七
一
）　

四
月
：
李
少
良
事
件

     〈
17
〉
大
暦
八
年
（
七
七
三
）　

九
月
：

謨
事
件

     〈
18
〉
大
暦
十
二
年
（
七
七
七
）
三
月
：
元
載
誅
殺
さ
れ
る

     〈
19
〉         

同
年　
　
　
　
　

四
月
： 

代
宗
、
側
門
論
事
・

函
等
を
推
奨
し
大

い
に
言
路
を
開
く⑱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
進

副
本
の
検
閲
を
禁
止
、
直
達
を
指
示

     〈
20
〉
大
暦
十
四
年
（
七
七
九
）
五
月
：
代
宗
死
去
、
徳
宗
即
位

     〈
21
〉         

同
年　
　
　
　
　

七
月
：
徳
宗
、
客
省
を
整
理
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

※
年
代
、事
件
の
顛
末
は
主
に
『
資
治
通
鑑
』
を
参
考
に
し
た
。

　
〈
13
〉
魚
朝
恩
亡
き
後
、
専
権
宰
相
と
な
っ
た
元
載
に
対
し
て
代
宗
は
独
自
の
情

報
収
集
手
段
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
〈
11
〉
客
省
と
右
銀
台
門
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

銀
台
門
は
、
禁
中
に
直
通
す
る
「
閤
門
」
で
あ
り
、
李
輔
国
が
長
安
凱
旋
後
に
拠
点

と
し
た
場
所
で
あ
る⑲

。
代
宗
は
李
輔
国
退
場
後
、
右
銀
台
門
の
側
に
客
省
を
設
置
し

た⑳

。『
旧
唐
書
』
巻
一
二
、
徳
宗
紀
上
に
、

　
　

 ﹇
大
暦
十
四
年
、
七
七
九
、七
月
﹈
辛
未
…
中
略
…
罷
右
銀
台
門
客
省
、
歳
給
廩

料
万
二
千
斛
。
自
永
泰
已
來
、
或
四
方
奏
計
未
遣
者
。
或
上
書
言
事
忤
旨
者
。

及
蕃
客
未
報
者
。
常
数
百
人
於
客
省
給
食
。
横
費
已
甚
、
故
罷
之
。

と
あ
り
、
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
以
来
、
右
銀
台
門
に
置
か
れ
た
客
省
に
は
Ａ
地
方

か
ら
の
使
者
で
未
帰
還
の
者
、
Ｂ
奏
事
し
て
皇
帝
の
機
嫌
を
損
ね
た
者
、
Ｃ
外
国
か

ら
の
使
者
で
皇
帝
の
沙
汰
の
無
い
者
、
等
が
宿
泊
し
た
施
設
だ
と
言
う
。
総
じ
て
捨

て
置
か
れ
た
連
中
の
た
ま
り
場
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
又
、

Ａ
・
Ｂ
は
地
方
・
外
国
か
ら
の
使
者
対
象
で
、
呉
麗
娯
氏
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
朝

廷
か
ら
み
て
「
対
内
」・「
対
外
国
」
的
「
外
交
」
機
関
の
性
格
を
有
し
、
転
じ
て
拘

禁
施
設
的
要
素
を
も
含
む
と
い
え
よ
う
が㉑

、Ｂ
は
検
討
を
要
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
、

専
ら
不
始
末
を
し
で
か
し
た
奏
事
者
の
拘
留
施
設
で
あ
る
が
、
代
宗
朝
の
客
省
活
用

例
で
あ
る
〈
16
〉
李
少
良
事
件
・〈
17
〉

模
事
件
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

〈
一
〉　

李
少
良
事
件

　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
八
、
元
載
伝
附
李
少
良
伝
に
、

　
　

 

李
少
良
者
、
以
吏
用
、
早
從
使
幕
。
因
職
遷
殿
中
侍
御
史
。
罷
、
遊
京
師
、
干

謁
権
貴
。
時
元
載
専
政
、
所
居
第
宅
崇
侈
、
子
弟
縦
横
、
貨
賄
公
行
、
士
庶
咸

嫉
之
。
少
良
怨
不
見
用
、
乗
衆
怒
以
抗
疏
上
聞
。
留
少
良
於
禁
内
客
省
。
少
良

友
人
韋
頌
因
至
禁
門
、
訪
少
良
。
少
良
漏
其
言
。
頌
不
慎
密
、
遂
為
載
備
知
之
。

乃
奏
少
良
狂
妄
、
詔
下
御
史
台
訊
鞫
。
是
時
御
史
大
夫
缺
、
載
以
張
延
賞
為
之
、

属
意
焉
。
少
良
以
泄
禁
中
奏
議
、
制
使
陸
珽
同
伏
罪
。
初
、
韋
頌
及
珽
倶
与
少

良
友
善
。
与
載
子
弟
親
党
款
狎
。
頌
得
少
良
微
旨
、
漏
於
載
所
親
、
遂
達
於
載
。

載
密
召
珽
問
之
、
珽
具
白
其
状
及
禁
中
語
。
載
得
之
、
奏
于
上
前
。
上
大
怒
、

並
付
京
兆
府
決
殺
。
珽
、
国
子
司
業
善
経
之
子
也
、
少
伝
父
業
、
頗
通
経
史
。

性
浮
躁
而
疏
、
故
及
于
累
。

と
あ
っ
て
、猟
官
者
李
少
良
は
元
載
一
党
の
横
暴
と
彼
ら
に
対
す
る
悪
評
に
乗
じ
て
、

代
宗
に
そ
の
実
態
を
密
告
し
、
私
怨
を
晴
ら
す
と
同
時
に
皇
帝
に
密
着
す
る
こ
と
に

成
功
し
た
。
そ
の
対
価
が
客
省
へ
の
逗
留
で
あ
る
。『
新
唐
書
』
巻
一
四
五
、
元
載

伝
附
李
少
良
伝
に
は
、「
帝
、
少
良
を
客
省
に
留
め
、
其
の
事
を
究
め
ん
と
欲
す
」

と
あ
り
、
代
宗
の
目
的
は
情
報
収
集
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
李
は
目
論
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見
が
首
尾
良
く
運
ん
で
気
を
よ
く
し
た
の
か
、
訪
ね
て
き
た
友
人
に
恐
ら
く
禁
中
の

代
宗
と
の
や
り
と
り
を
漏
ら
し
て
し
ま
い
、そ
れ
が
元
載
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、

杖
殺
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
か
ら
幾
つ
か
の
論
点
が
導
き
出
せ

る
。
前
章
年
表
〈
12
〉
に
あ
る
よ
う
に
、
元
載
は
百
官
の
批
判
を
恐
れ
、
官
僚
の
上

奏
に
長
官
と
宰
相
の
審
査
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
。
筆
者
は
、
こ
の
企
図
が
果
た
し

て
ど
の
程
度
の
効
力
を
有
し
た
か
疑
義
を
呈
し
た
が㉒

、
こ
の
李
少
良
の
最
初
の
「
抗

疏
上
聞
」
は
如
何
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
も
し
元
載
の
政
策
が
実
行
さ
れ
て

お
り
、
李
の
上
奏
が
通
常
の
ル
ー
ト
に
よ
る
も
の
な
ら
ば㉓

、
そ
も
そ
も
代
宗
に
上
聞

で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
李
の
上
奏
が
元
載
に
知
ら
れ
ず
代
宗
に
通
じ
た
と
い

う
こ
と
は
、元
載
の
制
度
が
継
続
し
て
い
な
か
っ
た
か
、そ
れ
を
迂
回
す
る
別
の
ル
ー

ト
が
あ
っ
た
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
元
載
は
自
己
に
対
す
る
批
判
を
事
前
に

阻
止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
李
少
良
の
横
死
は
自
ら
が
招
い
た
結
果

で
あ
り
、
彼
が
慎
重
で
あ
っ
た
ら
結
果
は
別
の
も
の
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ

こ
で
、
李
の
上
奏
方
法
で
あ
る
が
、
大
明
宮
横
の
興
安
門
を
通
過
し
て
右
銀
台
門
で

上
書
し
た
可
能
性
が
あ
る
（
図
１
）。
彼
が
代
宗
と
謁
見
後
、「
禁
内
客
省
」
に
収
容

さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
李
の
友
人
韋
頌

が
訪
ね
た
「
禁
門
」
と
は
恐
ら
く
興
安
門
で
あ
ろ
う㉔

。

　

一
方
、
代
宗
は
李
少
良
を
客
省
に
お
い
て
事
情
聴
取
す
る
こ
と
で
元
載
の
外
廷
で

の
活
動
実
態
を
追
究
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
秘
密
漏
洩
に
怒
り
と
危
機

感
を
感
じ
、
関
係
者
を
粛
清
し
た
の
で
あ
る㉕

。
こ
の
際
、
客
省
が
代
宗
に
と
っ
て
有

用
な
人
材
プ
ー
ル
の
施
設
で
あ
り
、
且
つ
宰
相
に
察
知
で
き
な
い
皇
帝
直
轄
の
機
密

機
関
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
よ
う
。

　

元
載
は
結
果
的
に
李
少
良
の
迂
闊
と
い
う
敵
失
に
よ
っ
て
反
撃
に
転
じ
た
の
で
あ

る
が
、
警
戒
心
を
強
め
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
二
年
後
の
〈
17
〉

模
事
件
へ

と
繋
が
る
。

〈
二
〉　

謨
（
模
）
事
件

　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
八
、
元
載
伝
附

謨
伝
に
、

　
　

 

大
暦
中
、
元
載
弄
権
自
恣
、
人
皆
悪
之
。
八
年
﹇
七
七
三
﹈
七
月
、
晋
州
男
子

謨
、
以
麻
辮
髪
、
持
竹
筺
及
葦
席
、
哭
於
東
市
。
人
問
其
故
。
對
曰
、
有

三
十
字
請
献
於
上
。
若
無
堪
、
便
以
竹
筐
貯
屍
、
棄
之
于
野
。
京
兆
府
以
聞
。

上
即
召
見
、
賜
衣
、
館
於
禁
内
客
省
。
其
献
三
十
字
、
各
論
一
事
。
其
要
者
、

団
字
、
監
字
。
団
者
、
請
罷
諸
州
団
練
使
。
監
者
、
請
罷
諸
道
監
軍
使
。
殿
中

御
史
楊
護
職
居
左
巡
、

謨
哭
市
、
護
不
聞
奏
。
上
以
為
蔽
匿
、
貶
連
州
桂
陽

県
丞
員
外
置
。
元
載
当
承
寵
得
志
、
毎
改
張
朝
政
、
出
於
載
手
。
中
外
共
怒
、

当
時
帰
咎
於
載
。
故
少
良
封
事
於
前
、

謨
哭
市
於
後
。
凡
百
有
位
、
宜
為
明

誡
。

と
あ
り
、

謨
の
場
合
、
東
市
で
哭
す
と
い
う
奇
抜
な
方
法
で
代
宗
に
意
を
伝
え
て

い
る
。
お
そ
ら
く
士
人
の
李
少
良
の
如
く
封
事
上
奏
の
手
段
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な

か
っ
た
か
、
李
少
良
事
件
に
よ
っ
て
元
載
の
警
戒
心
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
行
為
の
結
果
は
客
省
へ
の
保
護
と
な
っ
た
。
こ
れ

は
元
載
か
ら
身
柄
の
安
全
を
図
る
意
図
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

の
主
張
「
団
」・

「
監
」
の
二
字
の
う
ち
、
監
軍
使
は
元
載
に
関
わ
り
な
い
こ
と
で
、
必
ず
し
も
、
反

元
載
一
辺
倒
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が㉖

、
世
上
の
元
載
に
対
す
る
反
発
に
便
乗

し
て
の
行
為
で
あ
り
、
殿
中
侍
御
史
左
巡
楊
護
を
処
罰
し
た
よ
う
に
、
代
宗
は
言
路

壅
蔽
に
神
経
を
尖
ら
せ
て
い
た
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
情
報
戦
を
制
し
た
の
は
代
宗
の
方
で
あ
っ
た
。『
旧
唐
書
』
巻

一
一
八
、
元
載
伝
に
、

　
　

 

会
有
上
封
人
李
少
良
密
以
載
醜
跡
聞
。
載
知
之
、
奏
於
上
前
。
少
良
等
数
人
悉

斃
於
公
府
。
由
是
道
路
以
目
、
不
敢
議
載
之
短
。
門
庭
之
内
、
非
其
党
与
不
接
。

平
素
交
友
、
渉
於
道
義
者
、
悉
疏
棄
之
。
代
宗
寛
仁
明
恕
、
審
其
所
由
。
凡
累
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年
、
載
長
悪
不
悛
、
衆
怒
上
聞
。

と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
一
四
五
、
元
載
伝
に
、

　
　

 
載
智
略
開
果
、
久
得
君
、
以
為
文
武
才
略
莫
己
若
。
外
委
主
書
卓
英
倩
、
李
待

栄
。
内
劫
婦
言
、
縦
諸
子
関
通
貨
賄
。
京
師
要
司
及
方
面
、
皆
擠
遣
忠
良
、
進

貪
猥
。
凡
仕
進
干
謁
、
不
結
子
弟
、
則
謁
主
書
。
城
中
開
南
北
二
第
、
室
宇
奢

廣
、
当
時
為
冠
。
近
郊
作
観
榭
、
帳

什
器
、
不
徙
而
供
。
膏
腴
別
墅
、
疆
畛

相
望
、
且
数
十
区
。
名
姝
異
技
、
雖
禁
中
不
逮
。
帝
尽
得
其
状
。

と
あ
っ
て
、
元
載
の
行
状
は
悉
く
代
宗
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。
帝
が
的
確

な
情
報
収
集
手
段
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
ろ
う
。
当
時
、
皇
帝
へ
の
情
報
伝
達

経
路
は
大
き
く
二
分
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
は
、
宰
相
以
下
の
南
衙
系
統
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
宦
官
の
関
与
す
る
北
司
系
統
で
あ
る
。

　

南
衙
系
統
は
、
通
常
の
上
奏
ル
ー
ト
の
他
に
、
朝
堂
の
直
訴
機
関
が
含
ま
れ
る
。

こ
れ
ら
は
重
層
的
に
存
在
し
、
担
当
者
・
文
書
処
理
制
度
も
時
期
に
よ
っ
て
変
遷
が

あ
り
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
管
理
者
は
南
衙
の

官
人
で
あ
り
、
そ
の
上
奏
手
続
き
も
次
第
に
皇
帝
直
達
と
い
う
わ
け
で
は
い
か
な
く

な
っ
て
い
た㉗

。
確
か
に
安
史
の
乱
勃
発
後
、
粛
宗
は
専
権
宰
相
の
壅
蔽
に
懲
り
て

函
進
状
の
事
前
検
閲
を
廃
止
し㉘

、
代
宗
も
前
章
年
表
〈
04
〉・〈
09
〉
の
よ
う
に
、

函
進
状
を
勧
奨
し
て
い
る
が
、
反
面
〈
10
〉
に
あ
る
よ
う
に
、
進

し
て
も
音
沙
汰

無
し
の
状
況
を
批
判
さ
れ
て
お
り
、〈
19
〉
の
元
載
粛
清
後
の
言
路
洞
開
の
詔
勅
で

は
「
頃
ろ
そ
の
人
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
凡
そ
事
、
壅
蔽
す
」
と
し
、
再
度
、

函

進
状
の
事
前
検
閲
を
禁
止
し
て
い
る
。
元
載
政
権
下
で
南
衙
系
統
の
情
報
伝
達
ル
ー

ト
が
、
彼
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う㉙

。

　

一
方
、
北
司
の
方
で
あ
る
が
、
先
述
の
興
安
門
↓
右
銀
台
門
ル
ー
ト
は
、
官
制
上

も
建
築
の
物
理
的
構
造
の
上
で
も
南
衙
の
朝
堂
↓
中
書
門
下
ル
ー
ト
を
バ
イ
パ
ス
し

て
お
り
、
そ
の
関
係
者
は
、
門
司
で
あ
る
内
給
使
と
客
省
管
理
者
で
あ
る
が
、
客
省

の
統
括
者
は
、
禁
中
に
所
在
し
後
に
内
諸
使
と
し
て
史
乗
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
時
期
も
や
は
り
宦
官
に
よ
っ
て
掌
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
ま
た
、
掌
枢

密
の
董
秀
は
元
載
の
党
与
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
興
安
門
↓
右
銀
台
門
ル
ー
ト
に
関

与
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
宦
官
勢
力
は
決
し
て
一
枚
岩
で
は
な
く
、

代
宗
は
複
数
の
宦
官
ル
ー
ト
を
使
い
分
け
て
い
た
。
否
、
む
し
ろ
最
初
の
ル
ー
ト
が

信
頼
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
新
た
な
ル
ー
ト
を
構
築
し
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
の
際
、
客
省
に
大
物
宦
官
が
登
用
さ
れ
た
節
は
な
く
、
代
宗
皇
帝
直
轄
に
近

い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
つ
ま
り
銀
台
門
に
オ
フ
ィ
ス
を
構
え
た
李
輔

国
の
遺
産
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、右
銀
台
門
と
客
省
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、

両
者
は
別
の
施
設
で
あ
っ
た
。
右
銀
台
門
に
置
か
れ
た
使
職
に
つ
い
て
は
、
王
静
氏

の
指
摘
が
あ
る㉚

。
す
な
わ
ち
、「
監
右
銀
台
門
進
奏
使
」
で
あ
る
。
同
職
の
出
典
は
、

張
拠
撰
「
唐
故
扈
従
監
右
銀
台
門
進
奏
使
、
朝
議
郎
守
内
侍
省
掖
庭
局
丞
上
柱
国
賜

緋
魚
袋
、
張
府
君
墓
誌
銘
并
序
」
で
あ
る
が㉛

、
碑
銘
の
主
、
張
明
進
が
、
内
侍
省
掖

庭
局
丞
の
兼
任
で
そ
の
職
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
徳
宗
の
貞
元
十
五
年
（
七
九
九
）

の
こ
と
で
あ
り
、代
宗
当
時
、同
職
が
存
在
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
存
在
し
な
か
っ

た
場
合
、
門
司
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
章
で
述
べ
る
如
く
、

門
司
は
単
な
る
門
番
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
の
威
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
ま
ま

あ
っ
た
。

　

一
方
、
客
省
の
方
は
、
文
宗
の
大
和
五
年
（
八
三
一
）
四
月
に
、「
内
外
客
省
使
、

印
を
鑄
せ
ん
こ
と
を
奏
請
す
、
之
に
從
ふ
」
と
あ
り32

、
客
省
使
が
使
職
と
し
て
名
実

共
に
そ
の
地
位
を
確
立
し
た
の
は
、
後
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述

の
如
く
大
規
模
な
客
省
を
維
持
す
る
の
に
管
理
職
が
存
在
し
た
は
ず
で
何
ら
か
の
使

職
の
存
在
は
予
想
で
き
る
。
そ
れ
が
内
客
省
使
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
蓋
然
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、
史
料
が
僅
少
で
憶
測
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
両
方
を
統
轄
す
る
使
職

が
あ
っ
た
可
能
性
は
低
い
。
客
省
と
銀
台
門
の
機
能
・
用
途
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
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が
、
表
三
、
歴
代
客
省
表
と
表
四
、
銀
台
門
関
係
年
表
で
あ
る
が
、
互
い
に
機
能
が

重
複
し
、
連
繋
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
表
四
の
10
・
14
・
15
・
16
・

17
・
18
等
、
銀
台
門
は
上
奏
文
受
理
の
場
で
あ
っ
た
が
、
表
三
の
13
・
17
の
様
に
客

省
も
上
奏
の
場
で
あ
っ
た33

。
ま
た
、表
四
の
４
・
11
で
は
銀
台
門
は
待
罪
の
場
で
あ
っ

た
が
、
表
三
の
14
で
は
、
銀
台
門
で
請
罪
し
た
者
達
は
客
省
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。

両
者
、
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
手
続
き
上
一
定
の
原
則
が
当
初
よ
り
あ
っ
た
と

は
思
え
な
い
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
年
代
が
下
る
に
従
い
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
客
省
は
、
地
方
・
外
国
の
使
者
の
逗
留
施
設
の
役
割
が
あ
っ
た
の
で
、

銀
台
門
の
上
奏
例
は
、
表
四
、
11
・
15
・
17
・
18
の
如
く
地
方
か
ら
来
た
も
の
が
多

い
が
、
10
・
12
の
よ
う
に
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
り
、
７
・
16
の
よ
う
に
宗
室
の
儀

礼
的
進
状
の
場
と
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
禁
中
に
直
結
す
る
銀
台
門

の
性
格
に
由
来
す
る
「
家
礼
」
に
近
い
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
銀
台
門
・
客
省
間
の
制
度
的
機
能
分
担
は
唐
代
で
は
さ
ほ
ど
進

展
せ
ず
、
両
者
は
、
興
安
門
↓
右
銀
台
門
と
い
う
大
明
宮
特
有
の
建
築
構
造
（
そ
れ

は
或
る
意
味
、
偶
然
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
に
即
し
て
登
場
し
た
諸
制
度
と
い

え
よ
う
。
そ
の
含
意
は
大
明
宮
内
の
朝
堂
↓
中
書
門
下
ル
ー
ト
の
バ
イ
パ
ス
で
あ
っ

た
。

第
三
章　

閤
門
使
と
上
奏

　

本
章
で
は
、
閤
門
使
の
職
掌
の
う
ち
、
上
奏
取
り
次
ぎ
に
関
わ
る
問
題
を
取
り
あ

げ
た
い
。
最
初
に
取
り
あ
げ
る
の
は
、
表
一
、
21
・
表
四
、
10
の
銀
台
門
告
密
事
件

で
あ
る
。
関
係
者
の
う
ち
大
物
の
名
を
と
っ
て
仮
に
于

事
件
と
す
る
。

〈
一
〉　

于

事
件

　
『
旧
唐
書
』
巻
一
五
六
、
于

伝
に
、

　
　

 

元
和
中
、
内
官
梁
守
謙
掌
枢
密
、
頗
招
権
利
。
有
梁
正
言
者
、
勇
於
射
利
、
自

言
与
守
謙
宗
盟
情
厚
。

子
敏
与
之
遊
処
。
正
言
取

財
賄
、
言
賂
守
謙
、
以

求
出
鎭
。
久
之
無
効
、
敏
責
其
貨
於
正
言
。
乃
誘
正
言
之
僮
、
支
解
棄
于
溷
中
。

八
年
春
、
敏
奴
王
再
栄
詣
銀
台
門
告
其
事
。
即
日
捕

孔
目
官
沈
璧
、
家
僮
十

余
人
於
内
侍
獄
鞫
問
。
尋
出
付
台
獄
。
詔
御
史
中
丞
薛
存
誠
、刑
部
侍
郎
王
播
、

大
理
卿
武
少
儀
、
為
三
司
使
、
按
問
。
乃
捜
死
奴
於
其
第
、
獲
之
。

率
其
男

賛
善
大
夫
正
、

馬
都
尉
季
友
、
素
服
単
騎
、
将
赴
闕
下
、
待
罪
於
建
福
門
。

門
司
不
納
。
退
於
街
南
、
負
牆
而
立
。
遣
人
進
表
。
閤
門
使
以
無
引
不
受
。
日

没
方
帰
。
明
日
、
復
待
罪
於
建
福
門
。
宰
相
喩
令
還
第
。
貶
為
恩
王
傅
、
敏
長

流
雷
州
、
錮
身
発
遣
。

と
あ
り
、
殺
人
犯
于
敏
の
家
奴
が
銀
台
門
ま
で
出
向
き
、
主
人
の
罪
状
を
告
発
し
て

い
る
。
于
敏
は
当
時
、
太
常
丞
の
職
に
就
い
て
い
た
が34

、
如
何
に
官
僚
の
配
下
と
は

い
え
家
奴
が
禁
中
の
銀
台
門
ま
で
到
っ
た
の
は
、
解
し
が
た
い
話
で
あ
る
。
さ
ら
に

不
思
議
な
事
は
続
く
。
証
拠
が
挙
が
る
と
敏
の
父
で
当
時
、
司
空
、
同
平
章
事
で
宰

相
の
肩
書
を
も
っ
て
い
た
于

が
宮
城
に
赴
こ
う
と
す
る
が
、
大
明
宮
の
南
端
の
正

門
、
建
福
門
の
門
司
に
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
朝
堂
に
さ
え
た
ど
り
着
け

な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
図
１
）。
朝
堂
は
先
述
の
如
く
受
訴
機
関
の
集
中
し
た
場
で
、

庶
民
で
さ
え
行
け
る
場
で
あ
り
、
官
僚
と
皇
帝
と
の
接
点
と
し
て
は
尤
も
尖
端
の
部

分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
現
場
の
門
司
の
判
断
と
い
う
よ
り
は
、
皇
帝
の
意
向
が
働
い

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
む
を
得
ず
于

は
、
銀
台
門
と
同
様
の
閤
門
に
人
を

さ
し
む
け
て
進
表
し
よ
う
と
し
た
が
、
閤
門
を
管
理
し
て
い
た
閤
門
使
は
「
引
き
無

き
を
以
て
受
け
ず
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
こ
の
く
だ
り
を
『
資
治
通
鑑
』

巻
二
三
九
は
、「
閤
門
、
印
・
引
無
き
を
以
て
受
け
ず
」
と
し
、
胡
注
は
「
唐
制
、

凡
そ
四
方
の
章
表
、
皆
、
閤
門
受
け
て
之
れ
を
進
む
。

方
に
請
罪
せ
ん
と
す
る
も
、

既
に
職
印
無
し
。
又
内
引
無
し
。
所ゆ

え以
に
受
け
ず
」
と
説
い
て
い
る
。「
既
に
職
印

無
し
」
と
は
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
が
、「
内
引
無
し
」
と
は
禁
中
と
の
公
的
も
し
く
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は
私
的
関
係
の
途
絶
を
意
味
し
よ
う
。
つ
ま
り
一
介
の
家
奴
は
禁
中
に
進
入
し
て
主

人
を
告
発
で
き
た
の
に
、
宰
相
の
肩
書
き
を
有
す
る
大
官
は
、
宮
城
に
さ
え
入
れ
ず

門
前
払
い
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
場
担
当
者
は
門
司
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
一
連
の
判

断
・
行
動
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
皇
帝
と
そ
の
爪
牙
宦
官
で
あ
ろ
う35

。
ま
た
、
こ
の

史
料
は
、
広
義
の
門
司
に
あ
た
る
閤
門
使
が
、
上
表
の
受
理
を
そ
の
職
務
と
し
て
い

た
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
、
比
較
的
早
い
も
の
で
あ
る
。

〈
二
〉　

李
渉
事
件

　

次
に
、表
１
、20
の
事
案
を
検
討
す
る
。
仮
に
「
李
渉
事
件
」
と
す
る
。『
唐
会
要
』

巻
五
五
、
諌
議
大
夫
に
、

　
　

 ﹇
元
和
﹈
六
年
﹇
八
一
一
﹈
十
一
月
。
左
衛
上
将
軍
知
内
侍
省
事
吐
突
承
璀
、

出
監
淮
南
軍
。
時
劉
希
昴
与
承
璀
、
皆
久
居
権
任
。
既
黜
之
。
有
李
渉
者
、
託

附
承
璀
邪
険
。
求
投

上
疏
曰
、
承
璀
公
忠
、
才
用
可
輔
政
化
。
既
承
恩
寵
、

不
合
斥
棄
。
諌
議
大
夫
知

使
孔

、
覽
其
副
章
、
大
怒
。
命
逐
之
。
渉
乃
以

賂
進
光
順
門
、
達
其
疏
。

聞
之
、
因
上
陳
古
今
之
佞
倖
、
可
為
鑒
戒
者
。
又

言
渉
之
奸
険
欺
天
、
請
加
顕
戮
。
上
悟
、
貶
渉
而
黜
承
璀
焉
。

と
あ
り
、
朝
堂
の

函
で
進
状
し
た
李
渉
は
、
知

使
の
孔

に
副
本
を
検
閲
さ
れ

追
い
払
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
明
宮
の
閤
門
の
一
つ
で
あ
る
光
順
門
で
上

書
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
乃
ち
、
南
衙
の
情
報
伝
達
ル
ー
ト
を
バ
イ
パ
ス
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
方
途
と
し
て
彼
が
用
い
た
の
は
、「
賂
」
で
あ
っ
た
。『
新
唐
書
』
巻

一
六
三
、
孔

伝
に
は
「
左
右
に
因
っ
て
以
聞
」
と
あ
り
、
収
賄
の
対
象
は
宦
官
で

あ
ろ
う
。
こ
の
李
渉
の
場
合
、
非
合
法
な
特
殊
例
と
見
な
せ
よ
う
が
、
そ
う
と
も
い

え
な
い
事
実
が
あ
る
。『
旧
唐
書
』
巻
一
三
五
、
裴
延
齢
伝
に
、
徳
宗
、
貞
元
十
一

年
（
七
九
五
）
の
こ
と
と
し
て
、

　
　

 ﹇
陸
﹈
贄
、﹇
京
兆
尹
李
﹈
充
等
、
雖
已
貶
黜
、
延
齢
憾
之
未
已
。
乃
掩
捕
李
充

腹
心
吏
張
忠
、
捶
掠
楚
痛
、
令
為
之
詞
云
、
前
後
隠
没
官
銭
五
十
余
万
貫
、
米

麦
稱
是
。
其
銭
物
多
結
託
権
勢
。
充
妻
、
常
於
犢
車
中
、
将
金
宝
繪
帛
、
遣
陸

贄
妻
。
忠
不
勝
楚
毒
、
並
依
延
齢
教
抑
之
辞
、
具
於
款
占
。
忠
妻
母
、
於
光
順

門
、
投

訴
冤
。
詔
御
史
台
推
問
一
宿
、
得
其
実
状
。
事
皆
虚
、
乃
釋
忠
。

と
あ
り
、
あ
た
か
も
光
順
門
に

函
が
あ
っ
た
か
の
如
く
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
件

に
関
し
て
は
、『
冊
府
元
亀
』
巻
五
一
一
、
邦
計
部
、
誣

に
は
「
光
順
門

使
に

お
い
て
、
進
状
、
訴
寃
」
と
あ
り
、『
新
唐
書
』
巻
一
六
七
、
裴
延
齢
伝
に
は
、「
其

の
母
、
光
順
門

に
投
訴
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
光
順
門
に
朝
堂
と

同
じ

函
が
存
在
し
た
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
光
順
門
と
朝
堂

函
で
は
管

理
者
が
異
な
り
、制
度
上
区
別
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。『
唐
会
要
』
巻
五
五
、
に
、

文
宗
、
開
成
三
年
（
八
三
八
）
八
月
の
こ
と
と
し
て
、

　
　

 

其
月
。
知

使
事
、諌
議
大
夫
李
中
敏
奏
。
伏
準
今
年
八
月
一
日
勅
。
朝
廷
体
、

設
諌

、
将
防
漏
塞
、
若
徴
副
本
、
恐
不
尽
言
、
依
中
敏
所
奏
。
仍
令
本
司
及

金
吾
所
由
、
須
知
進
状
人
姓
名
、
住
居
、
去
処
、
或
要
召
問
。
如
過
旬
日
、
無

処
分
、
即
任
東
西
者
。
伏
以
旧
例
。
詣
光
順
門
進
状
、
即
有
金
吾
押
官
、
責
定

住
処
。

院
投
状
、
即
本
司
収
投
使
状
人
名
、
便
差
院
子
、
審
復
家
第
及
主
人
。

旋
牒
報
京
兆
府
。
若
又
令
牒
金
吾
責
状
、
恐
進
状
人
労
擾
。
又
慮
煩
併
。
今
伏

請
準
前
準
、
牒
京
兆
府
。
勅
旨
、
依
奏
。

と
あ
り
、
直
訴
に
お
い
て
光
順
門
・

函
が
並
列
し
、
前
者
は
金
吾
衛
、
後
者
は

院
の
院
子
が
進
状
人
の
身
元
調
査
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
従

前
か
ら
光
順
門
進
状
は
、
直
訴
の
機
能
に
関
す
る
限
り
、

函
と
同
等
の
制
度
化
を

遂
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
光
順
門
の

函
」
な
る
も
の
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
同
じ
く
『
唐
会
要
』
巻
五
五
、

に
、

　
　

 ﹇
宣
宗
﹈
大
中
四
年
﹇
八
五
〇
﹈
七
月
。
勅
。
応
投

、
及
詣
光
順
門
進
状
人
。

其
中
有
已
曽
進
状
、
令
所
司
詳
考
、
無
可
採
取
、
放
任
東
西
。
未
経
両
三
個
月
、

又
潜
易
姓
名
、
依
前
進
擾
公
廷
、
近
日
頗
甚
。
自
今
以
後
、
宜
令
知

使
、
及

閣
門
使
。
如
有
此
色
、
不
得
収
状
与
進
状
。
如
故
違
、
与
進
者
、
必
重
書
罰
。
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と
あ
り
、
進
状
の
受
理
者
は
、

函
の
場
合
│
知

使
・
光
順
門
の
場
合
│
閤
門
使

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
記
事
か
ら
は
、
先
述
の
如
く

函
・
光
順
門
が
並
列

の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
各
々
、
南
衙
・
北
司
の
管
理
下
に
あ
り
、
さ
ら
に
閤
門

使
の
管
轄
が
東
西
上
閤
門
だ
け
で
な
く
、
更
に
脇
門
の
光
順
門
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
こ
で
、
閤
門
使
の
管
轄
が
す
べ
て
の
諸
閤
門
で
あ
っ
た
か
残
念
な
が

ら
不
明
で
あ
る
が
、
光
順
門
が
直
訴
の
場
と
し
て
突
出
し
た
地
位
を
示
し
て
い
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
翻
っ
て
、
前
記
貞
元
十
一
年
の
「
光
順
門
投

」
の
「

」
と

は
、
こ
う
し
た
光
順
門
の
公
然
化
し
た
機
能
を
象
徴
す
る
比
喩
的
表
現
で
は
な
か
ろ

う
か
？
于

事
件
・
李
渉
事
件
、
さ
ら
に
陸
贄
誣
告
事
件
と
も
、
朝
堂
の
迂
回
と
バ

イ
パ
ス
ル
ー
ト
と
し
て
の
閤
門
・
閤
門
使
の
存
在
が
浮
上
し
て
来
る
。

〈
三
〉　

韋
殷
裕
事
件

　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
上
、
懿
宗
紀
上
、
咸
通
十
三
年
（
八
七
二
）
五
月
の
条
に
、

　
　

 

乙
亥
。
国
子
司
業
韋
殷
裕
、
於
閤
門
進
状
、
論
淑
妃
弟
郭
敬
述
陰
事
。
上
怒
甚
、

即
日
下
京
兆
府
、
決
殺
殷
裕
、
籍
没
其
家
。
殷
裕
妻
崔
氏
、
音
声
人
鄭
羽
客
、

王
燕
客
、
婢
微
娘
、
紅
子
等
九
人
、
配
入
掖
庭
。
閤
門
使
田
献
銛
奪
紫
、
配
於

橋
陵
。
閤
門
司
閻
敬
直
、
決
十
五
、
配
南
衙
、
為
受
殷
裕
文
状
故
也
。
給
事
中

杜
裔
休
貶
端
州
司
馬
、
中
書
舎
人
崔
沆
循
州
司
戸
、
殷
裕
妻
兄
也
。
太
僕
少
卿

崔
元
応
州
司
戸
、
殷
裕
妻
父
也
。
前
河
陰
院
官
韋
君
卿
為
愛
州
崇
平
尉
、
殷
裕

季
父
也
。
以
前
大
理
正
万
俟
鎔
為
国
子
司
業
。

と
あ
り
、
懿
宗
皇
帝
の
寵
妃
郭
氏
周
辺
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
直
言
し
た
国
子
司
業
韋

殷
裕
と
そ
の
関
係
者
が
帝
の
逆
鱗
に
触
れ
、
一
掃
さ
れ
た
事
件
を
伝
え
る
。
文
中
の

給
事
中
杜
裔
休
は
、
韋
殷
裕
と
の
交
遊
を
咎
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り36

、
処
分
者
は
韋

の
近
親
者
と
、
閤
門
関
係
者
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
は
閤
門
使
と
閤
門
司

で
あ
り
、
罪
状
は
ず
ば
り
韋
殷
裕
の
進
状
を
取
り
次
い
だ
こ
と
で
あ
る
。
引
用
文
か

ら
す
る
と
、
閤
門
使
の
方
が
位
階
が
高
く
、
逆
に
閤
門
司
の
方
が
処
罰
が
重
い
。
恐

ら
く
、
現
場
責
任
者
が
閤
門
司
で
あ
り
、
そ
れ
を
上
級
で
統
轄
し
た
の
が
閤
門
使
で

あ
ろ
う
。
韋
殷
裕
が
進
状
し
た
閤
門
で
あ
る
が
、
光
順
門
や
銀
台
門
・
東
上
閤
門
が

進
状
の
場
と
な
っ
て
い
た
（
表
二
）
こ
と
か
ら
み
て
、
或
い
は
、
閤
門
司
は
複
数
人

が
各
諸
閤
門
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場

合
の
閤
門
は
、
于

事
件
と
同
じ
く
一
般
名
詞
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
逆
鱗
に
触
れ
る
上
奏
文
を
皇
帝
に
ま
で
取
り
次
い
だ
関
係
者
は
ど
の
範
囲

の
人
間
で
あ
ろ
う
か
。
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
の
如
く
閤
門
使
・
閤
門

司
の
二
人
の
宦
官
の
み
で
あ
り
、
宰
相
も
枢
密
使
も
客
省
使
も
登
場
し
な
い
。
こ
の

当
時
権
勢
を
得
て
い
た
宰
相
韋
保
衡
は
、
郭
淑
妃
の
娘
壻
で
あ
り
、
妃
と
の
間
に
醜

聞
も
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た37

。
宰
相
が
上
奏
ル
ー
ト
に
関
与
し
て

い
た
な
ら
、
当
然
防
遏
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
枢
密
使
・
客
省
使
も
、
も
し
関
わ
っ

て
い
た
な
ら
ば
、た
だ
で
は
済
む
ま
い
。
或
い
は
枢
密
使
は
北
司
中
の
大
官
な
の
で
、

皇
帝
が
遠
慮
し
た
と
の
推
測
も
で
き
よ
う
が
、
史
料
に
一
切
現
れ
な
い
の
は
不
自
然

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
閤
門
司
・
使
↓
皇
帝
へ
の
直
線
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　

以
上
を
総
括
す
る
と
、
皇
帝
へ
の
情
報
伝
達
ル
ー
ト
は
、
放
射
状
に
複
線
化
し
て

お
り
、
南
衙
ル
ー
ト
内
部
を
除
く
と
、
重
層
的
な
文
書
処
理
制
度
が
未
だ
存
在
し
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る38

。

皇
帝　

↑
枢
密
使
↑
宰
相
↑
中
書
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→

　
　
　

↑
│
│
│
│
│
│
│
│　

朝
堂
受
訴
機
関

　
　
　

↑
客
省
使

　
　
　

↑
閤
門
使
↑
閤
門
司
（
右
銀
台
門
含
む
？
）

　

唐
代
後
半
期
は
新
た
な
制
度
の
草
創
期
で
あ
り
、
そ
の
大
半
は
臨
時
の
使
職
で
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あ
っ
た
。
屋
上
屋
を
重
ね
る
官
職
の
輩
出
は
、
代
宗
朝
の
政
治
抗
争
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
喫
緊
の
必
要
に
応
じ
て
登
場
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
未
整
備
の
ま
ま
皇
帝

に
直
属
す
る
形
で
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、無
秩
序
で
は
あ
る
が
、

唐
代
後
半
期
の
如
き
政
治
状
況
の
悪
化
し
た
時
代
で
は
皇
帝
に
都
合
が
よ
い
面
が
あ

る
。
情
報
伝
達
ル
ー
ト
は
競
合
し
て
い
た
方
が
、
判
断
の
根
拠
が
多
く
集
ま
る
か
ら

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

唐
代
の
「
閤
門
」
は
第
一
義
的
に
建
築
物
と
し
て
の
文
字
通
り
の
門
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
他
の
諸
門
と
異
な
る
点
は
、
広
く
官
衙
・
宮
城
に
お
い
て
公

的
空
間
と
私
的
空
間
の
境
界
線
の
門
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
の
宮
城

に
お
い
て
は
、
禁
中
に
直
通
す
る
性
格
か
ら
文
書
伝
達
の
通
過
点
か
ら
皇
帝
に
直
結

す
る
場
へ
と
転
化
し
、
そ
こ
を
管
理
す
る
宦
官
門
司
は
、
次
第
に
情
報
伝
達
の
管
理

者
│
閤
門
使
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
情
報
提
供
者
を
機
密
保
護
下
に
お
く
た

め
の
内
客
省
が
代
宗
朝
に
お
か
れ
、
客
省
使
を
形
成
し
て
い
く
。
閤
門
の
う
ち
、
右

銀
台
門
・
光
順
門
・
東
上
閤
門
が
史
書
に
比
較
的
多
く
現
れ
る
門
で
あ
る
が
、
右
銀

台
門
は
客
省
と
結
び
つ
き
、
光
順
門
は
朝
堂
の

函
に
相
当
す
る
機
能
を
獲
得
し
、

突
出
し
た
地
位
を
築
い
た
。
こ
の
う
ち
、
右
銀
台
門
の
管
理
者
が
閤
門
使
で
あ
っ
た

か
は
残
念
な
が
ら
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
宦
官
が
担
当
し
た
と
思
わ
れ
、

彼
ら
内
諸
使
の
掌
握
し
た
情
報
伝
達
ル
ー
ト
は
、
朝
堂
│
宰
相
府
│
枢
密
使
ル
ー
ト

に
対
す
る
バ
イ
パ
ス
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
使
職
が
、
如
何
に
関
連
し
て
い

た
か
は
、
史
料
不
足
で
憶
測
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
個
別
に
皇
帝
に
直
結
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
大
雑
把
に
い
っ
て
南
衙
・
北
司
に
よ
る
情
報
伝
達
経
路
の
二
分

化
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

唐
代
後
半
期
に
形
成
さ
れ
る
膨
大
な
使
職
の
体
系
は
、
状
況
に
応
じ
て
臨
機
応
変

に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
代
宗
朝
の
権
力
闘
争
の
過
程
に
端
的
に
窺
わ
れ

る
。
唐
代
で
は
、
こ
れ
ら
諸
使
職
の
体
系
化
は
未
整
備
で
、
文
書
処
理
も
制
度
化
が

未
熟
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
皇
帝
に
と
っ
て
有
利
な
状
況
を
作
り
出
す
柔
軟
な
権
力

構
造
で
あ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
、当
該
時
期
の
使
職
体
系
の
真
骨
頂
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

※ 

本
稿
は
二
〇
〇
七
年
九
月
二
十
八
日
、
北
京
大
学
中
国
古
代
史
研
究
中
心
の
国

際
学
術
工
作
坊
「
唐
宋
時
期
的
文
書
伝
逓
与
信
息
溝
通
」
に
お
い
て
発
表
し
た

「
関
于
唐
代
閤
門
的
情
況
」
を
加
筆
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
貴
重
な
ご

意
見
を
戴
い
た
呉
麗
娯
・
趙
冬
梅
両
先
生
に
は
、
深
甚
な
る
感
謝
を
表
し
た
い
。

　
　

 

又
、
本
研
究
は
平
成
一
七
〜
二
一
年
度　

文
部
科
学
省
特
定
領
域
研
究　

東
ア

ジ
ア
の
海
域
交
流
と
日
本
伝
統
文
化
の
形
成
│
寧
波
を
焦
点
と
す
る
学
際
的
創

生
│
文
献
資
料
部
門
「
前
近
代
中
国
の
中
央
・
地
方
・
海
外
を
結
ぶ
官
僚
シ
ス

テ
ム
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注①　

梅
原
郁
氏
「
宋
代
の
武
階
」（『
宋
代
官
僚
制
度
の
研
究
』
第
二
章
、
同
朋
舎
出
版
、

一
九
八
五
年
）。

②　

平
田
茂
樹
氏
、『
科
挙
と
官
僚
制
』（
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
９
、
山
川
出
版
社
、

一
九
九
七
年
）、
趙
冬
梅
氏
「
試
論
宋
代
的
閤
門
官
員
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
四

│
四
）
参
照
。

③　

趙
雨
楽
氏
「
唐
代
に
お
け
る
内
諸
司
使
の
構
造
」（『
東
洋
史
研
究
』
五
〇
│
四
、

一
九
九
二
年
）
も
、
閤
門
使
の
職
掌
に
儀
礼
の
他
に
、
四
方
表
章
を
掌
る
こ
と
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
若
干
筆
者
の
考
え
と
相
違
点
が
あ
る
。

④　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
呉
麗
娯
・
趙
冬
梅
両
氏
が
専
論
を
発
表
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
昨
年
、
北
京
大
学
中
国
古
代
史
研
究
中
心
で
の
国
際
学
術
工
作
坊
「
唐
宋
時
期

的
文
書
伝
逓
与
信
息
溝
通
」
に
お
い
て
、
両
氏
よ
り
以
下
の
論
考
を
直
接
賜
っ
た
こ

と
に
よ
り
知
っ
た
。
趙
冬
梅
氏
Ａ
「
試
論
通
進
視
角
中
的
唐
宋
閤
門
司
」（
中
国
宋
史

研
究
会
年
会
暨
安
丙
国
際
研
討
会
、
二
〇
〇
四
年
、
四
川
省
広
安
）
及
び
Ｂ
「
唐
宋
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諸
使
機
構
職
掌
考
」（『
国
学
研
究
』
一
六
、二
〇
〇
五
年
）、
呉
麗
娯
氏
「
試
論
〝
状
〞

在
唐
朝
中
央
行
政
体
系
中
的
応
用
与
伝
逓
」（
唐
宋
時
期
的
文
書
伝
逓
与
信
息
溝
通
、

国
際
学
術
工
作
坊
、
北
京
大
学
中
国
古
代
史
研
究
中
心
）。
こ
の
う
ち
呉
氏
の
論
考
は

筆
者
が
本
稿
の
基
と
し
た
も
の
と
同
じ
学
会
発
表
討
論
稿
で
あ
る（
本
稿
末
尾
参
照
）。

本
論
で
は
、
両
氏
の
説
が
唐
〜
宋
の
変
革
過
程
と
い
う
長
期
を
射
程
と
し
て
お
ら
れ

る
の
に
鑑
み
、
よ
り
ミ
ク
ロ
の
視
点
で
情
報
伝
達
を
通
じ
て
諸
勢
力
の
権
力
闘
争
が

行
わ
れ
た
粛
宗
〜
代
宗
朝
を
、
唐
代
後
半
期
の
制
度
的
発
展
の
端
緒
と
位
置
付
け
、

考
察
の
起
点
と
し
た
い
。

⑤　
『
大
唐
六
典
』
巻
一
二
、
宮
官
、
尚
宮
局
、
司
言
。

⑥　
『
大
唐
六
典
』
巻
一
二
、
内
侍
省
、
宮

局
、
拙
稿
「
唐
の
代
宗
朝
に
お
け
る
臣
僚

の
上
奏
過
程
と
枢
密
使
の
登
場
」（『
立
命
館
東
洋
史
学
』
二
九
、二
〇
〇
六
年
）
参
照
。

⑦　

同
条
で
は
、「
東
・
西
」
上
閤
門
を
「
左
・
右
」
上
閤
と
記
し
て
い
る
。

⑧　

同
氏
「
漢
代
の
官
衙
と
属
吏
」（『
漢
代
都
市
機
構
の
研
究
』、
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
八
九
年
）
参
照
。

⑨　

拙
著
『
唐
王
朝
の
宮
城
と
御
前
会
議
』（
晃
陽
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）
第
二
部
第
三

章
参
照
。
前
掲
注
④
、
趙
氏
Ａ
論
考
で
は
、
唐
代
の
閤
門
を
東
西
上
閤
門
の
み
と
し
、

延
英
門
や
そ
の
他
通
内
門
を
閤
門
と
み
な
し
て
い
な
い
が
、
筆
者
と
し
て
は
本
文
で

述
べ
た
理
由
や
前
記
旧
稿
の
考
察
に
よ
り
、
氏
の
見
解
に
は
従
い
難
い
。

⑩　

前
注
⑨
拙
著
第
二
部
第
二
章
。「
側
門
」
と
い
う
名
称
は
、
一
般
に
諸
「
閤
門
」
が

正
門
以
外
の
脇
門
で
あ
る
こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
称
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑪　

前
掲
注
⑥
拙
稿
。
李
輔
国
や
枢
密
使
・
客
省
使
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究

で
多
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
王
静
氏
「
唐
大
明
宮
内
侍
省
及
内
使
諸
司
的
位
置
与
宦

官
専
権
」（『
燕
京
学
報
』
新
一
六
期
、
二
〇
〇
四
年
）、
呉
麗
娯
氏
『
唐
礼
摭
遺
│
中

古
書
儀
研
究
』（
商
務
印
書
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
劉
後
濱
氏
『
唐
代
中
書
門
下
体
制

研
究
│
公
文
形
態
・
政
務
運
行
与
制
度
変
遷
』（
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
四
年
）
等
。

⑫　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
、
代
宗
紀

⑬　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
八
、
元
載
伝
、

　

広
德
元
年
、
与
宰
臣
劉
晏
、
裴
遵
慶
同
扈
從
至
陝
。
及
輿
駕
還
宮
、
遵
慶
皆
罷
所
任
、

載
恩
寵
弥
盛
。〔
李
〕
輔
国
死
、
載
復
結
内
侍
董
秀
、
多
与
之
金
帛
、
委
主
書
卓
英
倩

潜
通
密
旨
。
以
是
上
有
所
属
、
載
必
先
知
之
、
承
意
探
微
、
言
必
玄
合
、
上
益
信
任
之
。

⑭　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
二
、
帝
王
部
、
招
諌
。

⑮　
『
文
苑
英
華
』
巻
六
二
二
、
獨
狐
及
「
直
諌
表
」、『
新
唐
書
』
巻
一
六
二
、
獨
狐
及

伝
。

⑯　
『
顔
魯
公
文
集
』
巻
一
、「
論
百
官
論
事
疏
」
に
、

　

御
史
中
丞
李
進
等
、
伝
宰
相
語
、
称
奉
進
止
。
縁
諸
司
官
奏
事
頗
多
、
朕
不
憚
省
覧
。

但
所
奏
、
多
挟
私
讒
毀
。
自
今
論
事
者
、
諸
司
官
皆
須
先
白
長
官
、
長
官
白
宰
相
、

宰
相
定
可
否
、
然
後
奏
聞
者
。
臣
自
聞
此
語
已
来
、
朝
野
囂
然
、
人
心
亦
多
衰
退
。

何
則
、
諸
司
長
官
皆
達
官
也
。
言
皆
専
達
於
天
子
也
。
郎
官
、
御
史
、
陛
下
腹
心
耳

目
之
臣
也
。
故
其
出
使
天
下
、
事
無
巨
細
、
得
失
皆
令
訪
察
、
廻
日
奏
聞
。
所
以
明

四
目
、
達
四
聡
也
。
今
、
陛
下
欲
自
屏
耳
目
、
使
不
聡
明
。
則
天
下
何
述
焉
…
中
略

…
臣
聞
、
太
宗
勤
於
聴
覧
、
庶
政
以
理
。
故
著
司
門
式
云
。
其
有
無
門
籍
人
、
有
急

奏
者
。
皆
令
監
門
司
与
仗
家
引
対
、不
許
関
礙
。
所
以
防
壅
蔽
也
。
并
置
立
仗
馬
二
疋
、

須
有
乗
騎
便
往
。
所
以
平
治
天
下
、
正
用
此
道
也
。
天
宝
已
後
。
李
林
甫
威
権
日
盛
。

郡マ
マ

臣
不
先
諮
宰
相
、
輒
奏
事
者
。
仍
託
以
他
故
、
中
傷
之
。
不
敢
明
約
百
官
令
先
白

宰
相
、
又
閹
官
袁
思
芸
、
日
宣
詔
至
中
書
、
玄
宗
動
静
必
告
林
甫
、
先
意
奏
請
、
玄

宗
驚
喜
若
神
、以
此
権
柄
恩
寵
日
甚
…
中
略
…
臣
又
聞
。
君
子
難
進
易
退
。
由
此
言
之
、

朝
廷
開
不
諱
之
路
、
猶
恐
不
言
。
况
懷

怠
。
令
宰
相
宣
進
止
、
使
御
史
台
作
條
目
、

不
令
直
進
。
従
此
人
人
不
敢
奏
事
、
則
陛
下
聞
見
、
只
在
三
数
人
耳
、
天
下
之
士
、

方
鉗
口
結
舌
…
後
略
…

⑰　
『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
三
、「
復
尚
書
省
故
事
制
」
に
、

　

勅
…
漢
朝
。
丞
相
与
公
卿
已
下
、
五
日
一
決
事
。
帝
親
断
可
否
。
且
国
之
安
危
、
不

独
注
於
将
相
。
政
之
理
乱
、
固
亦
在
於
庶
官
。
尚
書
、
侍
郎
、
左
右
丞
、
及
九
卿
。

参
領
要
重
、
朕
所
親
倚
。
固
当
朝
夕
相
見
、
以
之
匡
益
也
。
頃
以
辺
陲
未
寧
、
日
不

給
暇
。
又
省
寺
之
務
、
多
有
所
分
。
簡
而
無
事
、
曠
而
不
接
。
今
大
挙
綱
目
、
重
頒

憲
章
。
並
宜
詳
校
所
掌
、
明
徴
典
故
。
一
一
条
具
、
面
陳
損
益
。
如
非
時
須
有
奏
議
。

亦
聴
詣
閤
請
対
。
当
親
覧
其
意
、
択
善
而
従
。

　

と
あ
る
。

⑱　
『
冊
府
元
亀
』
巻
一
〇
二
、
帝
王
部
、
招
諌
一
。

⑲　

銀
台
門
に
は
左
・
右
の
別
が
あ
っ
た
が
、
表
２
に
よ
る
と
右
銀
台
門
が
主
に
使
用

さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
李
輔
国
が
使
用
し
た
門
も
右
で
あ
ろ
う
。
中
田
美

絵
氏
「
唐
朝
政
治
史
上
の
『
仁
王
経
』
翻
訳
と
法
会
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
五
│
三
、

二
〇
〇
六
年
）
は
、『
代
宗
朝
贈
司
空
大
辨
正
広
智
三
蔵
和
上
表
制
集
』
巻
六
、「
粛
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宗
恩
命
三
蔵
弟
子
肝
入
内
道
場
念
誦
制
一
首
」
に
「
有
銀
台
門
家
」
と
あ
る
の
を
「
右

銀
台
門
家
」
の
誤
写
の
可
能
性
あ
り
と
さ
れ
、
李
輔
国
の
駐
在
し
て
い
た
の
は
右
銀

台
門
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳　

客
省
の
歴
史
と
沿
革
に
つ
い
て
は
、
呉
麗
娯
氏
「
試
論
晩
唐
五
代
的
客
将
、
客
司

与
客
省
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
二
│
四
）
参
照
。
客
省
に
は
内
・
外
の
別
が
あ

る
が
、
禁
中
に
直
通
す
る
銀
台
門
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
内
客
省
に
あ
た
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
内
外
客
省
重
修
仏
堂
院
記
」（
高
本
憲
氏
「
西
安
発
現
的
唐

長
安
仏
堂
院
残
碑
」『
考
古
』
二
〇
〇
二
│
一
〇
）
に
よ
る
と
、
客
省
の
内
・
外
の
別

は
、
す
で
に
、
開
元
・
天
宝
期
に
あ
る
よ
う
で
、『
旧
唐
書
』
巻
八
、
玄
宗
本
紀
上
、

先
天
二
年
（
七
一
三
）
七
月
三
日
の
条
に
、

　
　

 

上
密
知
之
。
因
以
中
旨
告
岐
王
範
、
薛
王
業
、
兵
部
尚
書
郭
元
振
、
将
軍
王
毛
仲
、

取
閑
廏
馬
及
家
人
三
百
餘
人
。
率
太
僕
少
卿
李
令
問
、
王
守
一
、
内
侍
高
力
士
、

果
毅
李
守
徳
等
親
信
十
数
人
。
出
武
徳
殿
、入
虔
化
門
。
梟
常
元
楷
、李
慈
於
北
闕
。

擒
賈
膺
福
、
李
猷
於
内
客
省
以
出
。
執
蕭
至
忠
、
岑
羲
於
朝
、
皆
斬
之
。

　

と
あ
り
、
太
極
宮
に
「
内
客
省
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。『
資
治
通
鑑
』
巻

二
一
〇
の
、
当
該
条
の
胡
注
で
は
、
こ
の
内
客
省
を
中
書
内
省
の
附
属
施
設
と
解
し

て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
当
「
内
」
客
省
は
、
宮
城
内
に
存
在
し
禁
中
の
外
側

と
い
う
微
妙
な
位
置
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。ま
た
、後
年
の
大
明
宮
銀
台
門
の「
内

客
省
」
と
の
関
連
は
不
明
。
前
掲
注
４
趙
冬
梅
氏
Ｂ
論
文
で
は
、こ
の
先
天
「
内
客
省
」

を
蕃
客
の
入
覲
・
大
朝
会
の
際
の
休
憩
所
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、『
大
唐
六

典
』
巻
七
、
工
部
郎
中
・
員
外
郎
の
条
に
、
洛
陽
の
禁
苑
に
あ
る
西
上
陽
宮
に
客
省

院
が
見
え
、
こ
れ
も
「
内
」
客
省
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。

㉑　

前
注
⑳
呉
氏
論
考
参
照
。
実
際
に
捕
虜
の
拘
留
に
使
用
さ
れ
た
り
、
驕
藩
の
子
弟

を
監
禁
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
後
掲
表
三
参
照
。

㉒　

前
掲
注
⑥
、
拙
稿
参
照
。

㉓　

中
書
舎
人
の
関
与
し
た
中
書
省
経
由
で
あ
ろ
う
。『
唐
令
拾
遺
』
公
式
令
四
一
に
、

　
　

 

諸
有
事
陳
意
見
、
非
為
訴
訟
身
事
、
欲
封
進
者
。
並
任
封
上
、
舎
人
受
得
即
奏
、

不
須
開
看
。

　

と
あ
り
、
封
事
の
場
合
、
宰
相
が
事
前
検
閲
で
き
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
専
権
宰
相

下
に
お
い
て
、宰
相
府
と
密
着
し
た
中
書
省
経
由
で
は
、発
覚
の
リ
ス
ク
が
高
か
ろ
う
。

㉔　

興
安
門
は
、
大
明
宮
建
設
後
、
右
銀
台
門
ま
で
の
通
過
ゲ
ー
ト
と
な
っ
た
観
が
あ

る
が
、
も
と
も
と
は
、
禁
苑
に
通
じ
る
門
で
あ
り
、
大
明
宮
建
設
後
も
そ
の
性
格
は

残
存
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。一
方
、右
銀
台
門
の
内
客
省
が
、銀
台
門
の
内
側
に
あ
っ

た
か
、
外
側
に
あ
っ
た
か
判
然
と
し
な
い
が
、
前
掲
徳
宗
初
期
の
史
料
や
、『
資
治
通

鑑
』
巻
二
二
五
、
大
暦
十
四
年
（
七
七
九
）
七
月
の
条
を
見
る
と
、
数
百
人
規
模
の

人
員
と
相
応
の
家
畜
を
収
容
し
て
お
り
、
宮
城
内
に
そ
の
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。

㉕　
『
新
唐
書
』
巻
一
四
六
、
李
栖
筠
伝
に

　

元
載
當
国
久
、
益
恣
横
、
代
宗
不
能
堪
。
陰
引
剛

大
臣
自
助
、
欲
収
綱
権
以
黜
載
。

会
御
史
大
夫
敬
括
卒
。
即
召
栖
筠
与
河
南
尹
張
延
賞
、
擇
可
為
大
夫
者
。
延
賞
先
至
、

遂
代
括
。
会
李
少
良
、陸
珽
等
上
書
劾
載
陰
事
。
詔
御
史
問
状
、延
賞
稱
疾
、不
敢
鞫
。

少
良
、
珽
覆
得
罪
死
。
帝
殊
失
望
、
出
延
賞
為
淮
南
節
度
使
、
引
拜
栖
筠
為
大
夫
。

と
あ
り
、
代
宗
の
元
載
に
対
す
る
意
図
と
李
少
良
へ
の
思
惑
が
窺
え
る
。

㉖　

韓
国
磐
氏
「
元
載
論
略
」（『
中
国
古
代
史
論
叢
』
一
九
八
九
│
一
）。

㉗　

朝
堂
受
訴
機
関
に
関
す
る
論
考
と
し
て
、王
宏
治
氏「
唐
代
司
法
中
的〝
三
司
〞」（『
北

京
大
学
学
報
』
一
九
八
八
│
四
）、
馬
俊
民
氏
「
唐
代

使
院
制
考
論
」（『
天
津
師
大

学
報
』
一
九
九
〇
│
一
）、
劉
后
濱
氏
「
唐
代
司
法
“
三
司
”
考
析
」（『
北
京
大
学
学

報
』
一
九
九
一
│
二
）、
楊
一
凡
・
劉
篤
才
両
氏
「
中
国
古
代

函
制
度
考
略
」（『
法

学
研
究
』
一
九
九
八
―
一
）、
劉
俊
文
氏
『
唐
代
法
制
研
究
』（
文
津
出
版
社
、

一
九
九
九
年
）。

㉘　
『
唐
会
要
』
巻
五
五
、

、
至
徳
元
年
（
七
五
六
）
十
月
の
条
。

㉙　

大
暦
以
前
に
起
居
舎
人
で
理

使
を
兼
任
し
た
王
定
は
元
載
の
党
で
あ
り
（『
文
苑

英
華
』
巻
八
九
四
、
権
徳
輿
「
故
太
子
右
庶
子
集
賢
院
學
士
贈
左
散
騎
常
侍
王
公
神

道
碑
」）、
百
官
の
論
事
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
元
載
が
こ
う
し
た
方
法
で
、

函
の

掌
握
に
意
を
用
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

㉚　

前
掲
注
⑪
論
考
。

㉛　
『
隋
唐
五
代
墓
誌
滙
編　

陝
西
』
巻
二
所
収
。

32　
『
冊
府
元
亀
』
巻
六
一
、
帝
王
部
、
立
制
度
二
。

33　

13
の
「
客
省
奏
事
」
と
は
、
代
宗
朝
と
同
じ
く
上
奏
者
で
客
省
に
逗
留
し
て
い
た

者
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
徳
宗
の
客
省
整
理
策
以
後
、
再
び
代
宗
朝

の
機
能
が
復
活
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、『
冊
府
元
亀
』
巻
八
八
、
帝
王
部
、

赦
宥
七
、
宝
応
元
年
（
七
六
二
）
五
月
丁
酉
の
条
に
、「
諸
色
文
武
官
応
在
凌
霄
門
内
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謁
見
者
、
并
飛
龍
射
生
等
、
並
宜
以
宝
応
功
臣
為
名
」
と
あ
り
、
銀
台
門
客
省
登
場

以
前
で
は
、
凌
霄
門
も
人
材
プ
ー
ル
の
場
と
な
っ
て
い
た
。

34　
『
旧
唐
書
』
巻
一
五
、
憲
宗
紀
下
、
元
和
八
年
（
八
一
三
）
二
月
の
条
。

35　

ち
な
み
に
、
于

が
進
表
し
よ
う
と
し
た
閤
門
と
は
、
ど
の
門
で
あ
る
か
不
明
で

あ
る
。
家
奴
と
同
じ
く
銀
台
門
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
書
か
れ
て
い
よ
う
が
、
そ
う

で
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
大
明
宮
内
の
他
の
閤
門
か
も
し
れ
な
い
。

36　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
二
、
咸
通
十
三
年
（
八
七
二
）
五
月
乙
亥
の
条
参
照
。

37　
『
新
唐
書
』
巻
七
七
、
郭
淑
妃
伝
。

38　

趙
雨
楽
氏
注
③
論
考
で
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
六
三
、
昭
宗
天
復
三
年
（
九
〇
三
）

正
月
甲
子
の
条
に
、

　
　

車
駕
出
鳳
翔
、
幸
全
忠
営
。
全
忠
素
服
待
罪
、
命
客
省
使
宣
旨
釈
罪
（
時
客
省
使
、

蓋
通
知
閤
門
事
、
故
令
宣
旨
釈
罪)

。

と
あ
る
の
を
根
拠
と
し
て
、
客
省
使
と
閤
門
使
は
両
者
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
客
省
使

を
経
て
、
閤
門
に
進
呈
す
る
、
と
さ
れ
る
が
、
胡
三
省
の
注
は
恐
ら
く
宋
代
の
制
度
を

下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
本
文
の
朱
全
忠
の
行
動
か
ら
、
客
省
使
↓
閤
門
使

の
制
度
化
さ
れ
た
関
係
を
看
取
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
仮
に
、
趙
氏
の
い
う
配
合
関

係
が
成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
唐
極
末
の
事
例
で
あ
り
、
早
期
か
ら
そ
の
よ
う
な
制

が
成
立
し
て
い
た
か
疑
問
で
あ
る
。

〈
補
注
〉『
旧
唐
書
』
一
二
、
徳
宗
紀
上
、
大
暦
十
四
年
（
七
七
九
）
七
月
の
条
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）
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表 1．直訴の場としての諸閤門（側門）

西暦 年号 月日 概要 門名 出典 宮城図

1 648 太宗貞観22年 伏閤上疏する者あり→宰相中書侍郎崔仁師奏せ
ず処罰される 閤門 旧 74、崔仁師

2 684 武后光宅元年 2月 飛騎、謀反を密告 玄武門 鑑 203 L
3 711 睿宗景雲2年 6月 南衙、北門、及諸門進状に時刻を記載する勅 北門・諸門 会 26、牋表例 L?

4 714 玄宗開元2年 閏3月 諸司の諸門における進状奏事に長官の封題をす
る勅→謀反を告発する者はこの限りに非ず 諸門 会 26、牋表例

5 715 　　開元3年 10月 ・側門進状を用いて言路を開く詔 側門 册 102､ 帝王部、招諌

6 752 天宝11年 4月12日 謀反人の兄御史中丞王珙、進状するも門司に拒
否される 不明 旧 105､ 王珙

7 754 天宝13年 6月 高力士、閤門で奏事者の言 (雲南の敗戦 )を聴く 閤門 新 207､ 高力士
8 770 代宗大暦5年 3月26日 勅して尚書省・九寺官に詣閣請対を許す 閤門 旧 11、代宗紀
9 774 大暦9年 4月16日 中書舎人常袞、両省官 18 人を率い、詣閣請論事 閤門 旧 11、代宗紀
10 777 大暦12年 4月 詔して側門論事・ 函の推奨 側門 册 102､ 帝王部、招諌

11 795 徳宗貞元11年 4月 裴延齢、陸贄らを誣告→陽城ら諫官、延英閤を
守り抗議 延英門 新 194､ 陽城 J

12 795 貞元11年 裴延齢、京兆尹李充の吏張忠を誣告、その妻母、
光順門にて投 訴冤 光順門 旧 135､ 裴延齢

13 798 貞元14年 9月26日 太学生王魯卿ら 270 人、陽城の左遷に抗議しよ
うとして阻止される 光順門？

旧 192､ 陽城、柳宗元
集 34 与太学諸生喜詣
闕留陽城司業書

K

14 799 貞元15年 宦官張明進、監右銀台門進奏使に任命される 右銀台門 張明進墓誌銘、隋唐五
代墓誌滙編　陝西巻２ I

15 802 貞元18年 7月 徳宗、正衙奏事を廃し、延英門請対を命じる 延英門 册 180､ 帝王部、失政

16 802 貞元18年 長安県の耆老、徳宗の尊号を復せんことを請う 光順門 柳宗元集 37、爲耆老
等請復尊號表

17 803 貞元19年 韓愈、京師旱魃で閤門上疏 閤門
昌黎先生文集１、赴江陵
途中、寄贈王二十補闕、
李十一拾遺、李二十六
員外、翰林三學士

18 809 憲宗元和4年 4月9日 撫州山人張洪、騎牛冠履、光順門にて献書 光順門 旧 14、憲宗紀
19 809 憲宗元和4年 10月 穆質ら諫官、宦官吐突承璀の招討使任命に反対 閤門 旧 155､ 穆質、鑑 238

20 811 元和6年 閏12月 試太子通事舎人李渉、吐突承璀を擁護→投 し
て拒否→光順門で進状 光順門 鑑 238

21 813 元和8年 正月 太常丞于敏役人王再栄、主人の犯罪を密告 銀台門 鑑239、旧 156、于 伝

22 813 元和8年 正月 司空同平章事于 、子息の犯罪を謝罪上表→閤
門使に拒否される 閤門 鑑 239

23 813 元和8年 11月3日 韓愈、銘文の作成を命じられ辞退する 東上閤門
昌黎先生文集 26、魏
博節度観察使沂国公先
廟碑銘

M

24 819 元和14年 8月13日 憲宗、宰相達に假日不坐で事あれば延英殿に詣
りて請對せしむ 延英門 旧 15、憲宗紀

25 819 元和14年 9月 考功郎蕭祐、古今書畫 20 巻を上進 右銀台門 册 169､ 帝王部、納貢
献

26 820 穆宗元和15年 11月20日
穆宗、華清宮行幸を計画、御史大夫李絳ら百官
を率いて抗議 延英門 会 27、行幸

27 822 長慶2年 2月 元稹、宦官と結び入相、宿臣裴度の兵権を止め
る→諫官の抗議

閤門・延英
門 旧 170､ 裴度、鑑 242

28 822 長慶2年 12月4日 穆宗、病で動静知れず→宰臣李逢吉、百僚を率
いて請見 延英門 旧 16、穆宗紀

29 824 長慶4年 12月 王播、枢密使王守澄と結び、塩鉄転運使復帰を
企図→諌議大夫獨狐朗ら前一日延英に詣り抗論 延英門 册 546､ 諌諍部、直諌

30 824 長慶4年 12月 百姓董大和、耳を切り将作監の不正を訴える 右銀台門 册 625､ 卿監部、貪冒
31 826 敬宗宝暦2年 5月 山人杜景先、光順門進状、道術ありと称す 光順門 旧 17 上、敬宗紀
32 831 文宗大和5年 3月2日 宰相宋申錫、宦官に誣告される→諌官伏閤懇論 閤門 旧 167､ 宋申錫
33 834 大和8年 10月 文宗、李仲言を侍講とす→高銖ら諫官、伏閤論ず 閤門 旧 168､ 高釴附高銖

34 835 大和9年 7月 右銀臺門にて諸縣主簿の進状を禁止する 右銀台門 册 65、帝王部、発号
令

35 835 大和9年？ 邕州録事參軍妻、招討使董昌齡の夫殺害を訴える 右銀台門 旧 193､ 列女

36 838 開成3年 8月 詣光順門進状人の金吾による身元調査をやめる
→京兆尹に連絡 光順門 会 55、

37 850 宣宗大中4年 7月 投 人・光順門進状の人→知 使・閤門使が不
正者を取り締まる 光順門 会 55、

38 872 咸通13年 5月6日 國子司業韋殷裕、閤門進状、淑妃弟郭敬述の陰
事を論ず 閤門 旧 19 上、懿宗紀

旧…『旧唐書』会…『唐会要』册…『冊府元亀』新…『新唐書』鑑…『資治通鑑』
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表 2．詣闕上書年代表

宮城図 作者 題名 場 全文 英華 種別 年代 備考
1 荊王元景 請封禅表 闕 99 請勧 640
2 A 褚遂良 再諌五品以上妻犯姦没官表 a 虔化門 149 623 論諌 644 ～ 648
3 玄奘 謝御制三蔵聖教序表 闕 906 陳謝 648
4 顔揚庭 上匡謬正俗表 闕 165 進献 651
5 P 長孫無忌 進律疏表 朝堂 136 進献 653
6 玄奘 謝御制大慈恩寺碑文表 朝堂 906 陳謝 656
7 玄奘 謝勅送大慈恩寺碑文表 闕 906 陳謝 656
8 玄奘 謝遣供奉上醫尚薬視疾表 闕 906 陳謝 656
9 玄奘 請入少林寺翻訳表 闕 906 陳乞 657
10 李善 進文選表 闕 187 進献 658
11 許敬宗 勧封禅表 闕 151 556 請勧 ～ 659
12 上官儀 為李秘書上祖集表 闕 155 610 進献  ～ 664
13 陳子昂 諌政理書 闕下 213 675 論諌 684
14 陳子昂 諌用刑書 闕 213 674 論諌 686
15 崔融 為温給事請致仕帰侍表 闕 219 603 辞官 684 ～ 688?
16 不明 崔融 進洛図頌表 宣義門 217 610 進献 688
17 李嶠 為百寮賀瑞石表 闕 243 564 慶賀 688
18 崔融 為朝集使于思言等請封中岳表 朝堂 217 600 請勧 689
19 P 陳子昂 諌刑書 諌 213 674 論諌 689
20 李嶠 為百寮賀日抱載慶雲見表 闕 243 562 慶賀 688 ～ 690
21 李嶠 為欧陽通譲夏官尚書表 朝闕 244 577 譲官 690
22 B 陳子昂 上大周受命頌表 洛城南（門） 209 610 進献 690
23 李嶠 為欧陽通譲司礼卿第二表 朝堂 244 577 譲官 691
24 李嶠 為楊執柔譲夏官尚書表 朝堂 244 577 譲官 691 ～ 692?
25 李嶠 為楊執柔譲同鳳閣鸞臺平章事表 朝堂 244 572 譲官 692
26 李嶠 為李景諶譲天官尚書表 朝堂 244 577 譲官 692?
27 李嶠 為崔神基譲司賓卿表 朝堂 244 577 譲官 692?
28 李嶠 為竇孝諶譲潤州刺史表 朝堂 244 576 譲官 ～ 693
29 李嶠 為百寮賀雪表 朝堂 243 561 慶賀 693?
30 李嶠 為秋官員外郎李敬仁賀聖躬新牙更生表 闕 243 569 慶賀 693?
31 閭丘均 為蜀州刺史第八息進雲母粉表 朝堂 297 613 進献 694
32 李嶠 為朝集使等上尊号表 闕 243 554 請勧 695
33 崔融 為百官賀雨請復膳表 朝堂 218 561 慶賀 696
34 李嶠 為王方慶譲鳳閣侍郎表 朝堂 244 572 譲官 696
35 李嶠 為王方慶譲鳳閣侍郎第二表 朝堂 244 572 譲官 696
36 李嶠 為納言姚 等謝勅賜飛白書表 闕 246 592 陳謝 694 ～ 697
37 李嶠 為武承嗣譲知政事第二表 閤 243 572 譲官 697
38 李嶠 為王及善譲内史第二表 朝堂 243 572 譲官 697
39 張説 為建安王譲羽林衛大将軍兼検校司賓卿表 朝堂 223 578 譲官 697
40 崔融 為百官賀断獄甘露降表 朝堂 218 562 慶賀 697
41 李嶠 為武承嗣謝男授官表 朝堂 246 591 陳謝 ～ 698
42 李嶠 為鳳閣侍郎王方慶進南斉臨軒図表 闕 245 610 進献 696 ～ 698
43 崔融 為宗監請停政事表 闕 219 580 辞官 698
44 李嶠 譲知政事表 朝堂 244 572 譲官 698
45 李嶠 譲麟台少監表 朝堂 244 577 譲官 698
46 李嶠 爲王及善請致仕表 朝堂 245 603 辞官 699
47 崔融 為百官賀千葉瑞蓮表 朝堂 218 563 慶賀 ～ 700
48 李嶠 譲鸞臺侍郎表 朝堂 244 572 譲官 700
49 李嶠 譲成均祭酒表 朝堂 244 577 譲官 700
50 O (義奨 ) ｢ 勅還少林寺神王師子記 ｣引状 光政門 987 陳乞 700
51 李嶠 為張令譲麟台監封国公表 朝堂 244 572 譲官 701
52 宋之問 為楊許州譲右羽林将軍表 朝堂 240 576 譲官 690 ～ 701
53 李嶠 為宗楚客譲営繕大監第三表 朝堂 244 577 譲官 684 ～ 703
54 宋之問 為皇甫懐州譲官表 朝堂 240 576 譲官 690 ～ 704
55 李嶠 為武攸曁譲兼知司礼寺事表 朝堂 244 578 譲官 690 ～ 704?
56 宋之問 為田帰道譲殿中監表 朝堂 240 577 譲官 699 ～ 704
57 李嶠 譲地官尚書表 朝堂 244 577 譲官 704
58 李嶠 自内史再譲成均祭酒表 朝堂 244 577 譲官 704
59 宋之問 為洛下諸僧請法事迎秀禅師表 闕 240 605 陳乞 ～ 705
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60 F 李嶠 謝賜優詔矜全表 明福門 246 590 陳謝 ～ 705
61 李嶠 為武攸曁譲官封表 朝堂 244 578 譲官 705
62 李嶠 謝譴譲表 明福門 247 628 陳謝 705
63 盧懐慎 諌十日一朝西宮表 閤 275 624 論諌 705
64 崔融 代百官請上尊号第二表 朝堂 217 554 請勧 705
65 李嶠 為水潦災異陳情表 朝堂 246 601 論諌 705?
66 D 李邕 進喜雪詩表 金明（闕）門 261 610 進献 ～ 706
67 李嶠 百官請不従霊駕表 朝堂 245 600 請勧 706
68 李嶠 謝撰懿徳太子哀冊文降勅褒揚表 閤 246 592 陳謝 706
69 蘇 代家君譲侍中表 朝堂 255 572 譲官 706
70 宋之問 為梁王武三思妃譲封表 朝堂 240 578 譲官 707
71 蘇 為羣官請公除表 朝堂 255 571 請勧 707
72 蘇 為羣官固請公除表 朝堂 255 571 請勧 707
73 蘇 為羣官固請公除第二表 朝堂 255 571 請勧 707
74 張説 譲起復黄門侍郎第一表 朝堂路左 222 579 譲起復 709
75 張説 譲起復黄門侍郎第二表 朝堂路左 222 579 譲起復 709
76 張説 譲起復黄門侍郎第三表 朝堂路左 222 579 譲起復 709
77 李嶠 為獨狐氏請陪昭陵合葬母表 朝堂 245 607 陳乞 ～ 710
78 李嶠 為百寮賀恩制表 朝堂 243 618 慶賀 ～ 710
79 李嶠 代公主譲起新宅表 朝堂 245 578 陳乞 ～ 710
80 李嶠 為公主辞家人畜産官給料表 朝堂 245 578 陳乞 ～ 710
81 李嶠 為王遺恕譲殿中少監表 朝堂 244 577 譲官 ～ 710
82 李嶠 為第十舅譲殿中監兼仗内閑廏表 朝堂 244 577 譲官 ～ 710
83 李嶠 為武嗣宗譲陝州刺史表 朝堂 244 576 譲官 690 ～ 710?
84 李嶠 為武攸宜譲揚州都督府長史表 朝堂 245 578 譲官 690 ～ 710?
85 李嶠 為第二舅譲江州刺史表 朝堂 244 576 譲官 705 ～ 710?
86 張説 為僧普潤辞公封表 朝堂 223 578 譲官 710
87 蘇 為岐王譲太常卿表 朝堂 255 578 譲官 710
88 張説 為薛稷譲官表 朝堂 223 譲官 710
89 張説 譲中書侍郎表 朝堂 222 573 譲官 710
90 蘇 譲起復表 朝堂路左 255 579 譲起復 710 ～ 711
91 張説 譲平章事表 朝堂 222 573 譲官 711
92 李嶠 為武攸曁謝賜錦表 閤 246 594 陳謝 ～ 712
93 P 張不耀 請代父死表 260 618 陳乞 713
94 張説 譲封燕国公表 朝堂 223 573 譲官 713
95 呉兢 譲奪礼第二表 朝堂路左 298 579 譲起復 713
96 呉兢 譲奪礼第三表 朝堂路左 298 579 譲起復 713
97 張説 譲中書令表 朝堂 222 573 譲官 713
98 蘇 諌鸞駕親征吐蕃第二表 b 閤門 255 614 論諌 714
99 李邕 謝賜遊曲江宴表 朝堂 261 595 陳謝 713 ～ 715?
100 G 蘇 謝弟 除給事中自求改職表 肅章門外 255 591 陳乞 712 ～ 716
101 蘇 為羣官請虞卒哭表 朝堂 255 571 請勧 716
102 呂延祚 進集注文選表 朝堂 300 進献 718
103 葉法善 乞帰郷上表 朝堂 923 陳乞 ～ 720
104 葉法善 乞帰郷修祖塋表 朝堂 923 陳乞 ～ 720
105 葉法善 乞回贈先父爵位表  闕 923 陳乞 ～ 720
106 蘇 為王尚書譲宰相表 朝堂 255 572 譲官 723
107 裴 請封東岳表 朝堂 279 請勧 724
108 張説 譲右丞相第二表 朝堂 222 573 譲官 725
109 P 李邕妻温氏 為夫謝罪表 延恩 945 619 陳乞 725
110 寧王憲 譲兼領太常卿表 朝堂 99 譲官 726
111 張説 進巂州闘羊表 金明（闕）門 223 612 進献 727
112 李朝隠 譲揚州長史起復表 闕 236 579 譲起復 727?
113 張九齡 洪州進白鹿表 某所 288 進献 727 ～ 730
114 蒋欽緒 朝集使等上尊号表 朝堂 270 554 請勧 730
115 宋璟 乞休表 朝堂 207 604 辞官 732
116 張九齢 譲起復中書侍郎同平章事表 朝堂 288 579 譲起復 734
117 蕭嵩 請封嵩華二岳表 朝堂 279 請勧 735
118 苑咸 為李林甫譲中書令表 朝堂 333 573 譲官 736
119 李邕 賀章仇兼瓊克捷表 朝堂 261 566 慶賀 740
120 蕭嵩 謝移家廟疏 c 闕 279 陳謝 742
121 K 李斉古 進御注孝経表 光順門 377 進献 745
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122 王珙 譲起復表 朝堂路左 346 579 譲起復 746 ～ 747
123 王珙 譲起復第二表 朝堂路左 346 579 譲起復 746 ～ 747
124 N 楊礪俗 謝恩制表 躍龍門 927 陳謝 748
125 李徹 請封西岳表 朝堂 406 請勧 750
126 崔翹 請封西嶽紀栄号表 朝堂 328 請勧 750
127 P 杜甫 進雕賦表 延恩 359 136 進献 750
128 杜甫 進三大礼賦表 延恩 359 54 進献 751
129 杜甫 進封西嶽賦表 延恩 359 610 進献 754
130 顏真卿 謝兼御史大夫表 閤門 336 陳謝 757 粛宗、長安復帰
131 杜甫 為遺補薦岑参状 閤門 360 推薦 757
132 杜甫 奉謝口勅放三司推問状 閤門 360 628 陳謝 757
133 于邵 為許卿謝堂弟叔冀授青州節度使表 某門 424 591 陳謝 758
134 I 王維 謝除太子中允表 銀台門 324 陳謝 758
135 J 王維 謝集賢学士表 延英門 324 陳謝 758
136 王維 為僧等請上仏殿梁表 右銀台門 324 陳乞 758

137 獨狐及 代獨狐将軍譲魏州刺史表 朝堂 385 576 譲官 ～ 759 李峴、李輔国を抑える
762 李輔国暗殺される

763
魚朝恩進駐。宰相
元載、宦官董秀・
中書主書卓英倩と
結ぶ

766 元載、百官の論事制限を建議
138 P 高郢 諌造章敬寺書 招諫 449 論諌 767
139 乗如 謝修戒壇表 右銀台門 916 陳謝 767
140 高郢 再上諌造章敬寺書 闕下 449 論諌 767

141 獨狐及 為李給事譲起復尚書左丞兼御史大夫第
三表 d 閤 384 579 譲起復 767

142 獨狐及 為李給事譲起復尚書左丞兼御史大夫第
五表 e 銀台門 384 579 譲起復 767

143 獨狐及 為李給事譲起復尚書左丞兼御史大夫第
六表 闕 384 579 譲起復 767

144 于邵 為呉王請罪表 朝堂 425 619 陳乞 769

770 魚朝恩、暗殺される

770 諸司長官に閤門請対許可
145 于邵 謝賜銀器及匹帛等表 右銀台門 424 594 陳謝 770 ～ 771

771 李少良事件
773 模事件

146 獨狐及 代于京兆請停官侍親表 右銀台門 385 580 陳乞 774
777 元載誅殺さる

777
代宗、側門・ 函
等大いに言路を開
く

779 徳宗、客省を整理
147 于邵 為人請合 表 某門 425 608 陳乞 779?
148 M 于邵 論潘炎表 東上閤門 425 619 陳乞 780
149 崔元翰 為文武百官請復尊号第一表 朝堂 523 555 請勧 789
150 崔元翰 為文武百官請復尊号第二表 朝堂 523 555 請勧 789
151 崔元翰 為文武百官請復尊号第三表 朝堂 523 555 請勧 789
152 崔元翰 為文武百官請復尊号第四表 闕 523 555 請勧 789
153 崔元翰 為文武百官請復尊号第五表 朝堂 523 555 請勧 789
154 崔元翰 為文武百官請復尊号第六表 朝堂 523 555 請勧 789
155 王涇 大唐郊祀録序 光順門 693 進献 793

156 権徳輿 中書門下進奉和御製九月十八日賜百官
追賞因示所懐詩状 延英門 485 進献 794

157 権徳輿 中書門下奉和聖製九日言懐詩賜中書門
下及百官詩進状 延英門 485 進献 795

158 権徳輿 中書門下進奉和聖制重陽日中外同歓以
詩言志因示羣官状 延英門 485 進献 797

159 権徳輿 中書門下進奉和聖製中春麟徳殿会百寮
観新楽詩状 延英門 485 進献 798
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160 柳宗元 代京兆府耆老請復尊号表 光順門 570 555 請勧 802
161 呂温 代国子陸博士進集注春秋表 東上閤門 626 611 進献 795 ～ 803
162 柳宗元 譲監察御史状 光順門 572 譲官 803
163 韓愈 論今年権停挙選状 光順門 549 論諌 803
164 劉禹錫 為京兆李尹降誕日進衣状 銀臺門 603 641 進献 803
165 柳宗元 為樊左丞譲官表 朝堂 571 譲官 ～ 804?
166 羅好心 沙門般刺若翻訳経成進上表 光順門 621 進献 784 ～ 804?
167 元稹 論討賊表 f 東上閤門 650 616 論諌 806
168 元稹 献事表 東上閤門 650 622 論諌 806
169 元稹 論追制表 g 東上閤門 650 625 論諌 806
170 元稹 論諌職表 東上閤門 650 622 論諌 806
171 元稹 論西戎表 h 東上閤門 650 616 論諌 806
172 呂温 代百寮進農書表 東上閤門 626 611 進献 808
173 李行修 請置詩学博士書 光順門 695 陳乞 808

174 王彦威 上元和曲台新礼表 光順門 拾
29 会37 進献 818

175 元稹 両省供奉官諌駕幸温湯状 東上閤門 651 論諌 820
176 白居易 論行営状 延英門 668 論諌 822
177 劉禹錫 為裴相公進東封図状 光順門 603 641 進献 829 ～ 830
178 路随 上憲宗実録表 光順門 482 進献 830
179 王彦威 進唐典表 右銀台門 拾29 册556 進献 837
180 李羣玉 進詩表 光順門 793 進献 852

備考
全文…『全唐文』、英華…『文苑英華』
拾…『全唐文拾遣』、册…『冊府元亀』
会…『唐会要』
a,当該文中に「臣今月五日詣虔化門
進封表」とあり、第一表の上表の次第
を記す。

網掛けの区別

b,当該文の末尾に「昨四日已於閤門
封進一表」とあり、第一表の上表の次
第を記す。

朝堂

c,「臣爲衰老、自拙將攝…未堪拝伏、
不獲詣闕奉謝」とあり、実際は本人が
闕に詣ったわけではない。

函

d,『文苑英華』巻 579 の当該文の冒頭に
「再以微誠伏閤請命、綸言累降、天聽未
廻」とあり、第二表の上表の次第を記す。

閤門（側門）

e,当該文の冒頭に「去十一月某日、又
詣銀臺門上表陳乞」とあり、第四表の
上表の次第を記す。

閤門以外の門

f・g・h,『全唐文』になく『文苑英華』
に明記
種別は『文体明弁』巻 24 に列挙され
た表の用途に基づき、筆者が内容を検
討して分類した。便宜上、状も表の用
途に準じた
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表 3．歴代客省表

西暦 年号 月日 概要 出典
1 445 宋文帝元嘉 22 年 11 月 謀反者范曄を置く 鑑 124：宋書 69、范曄
2 583 隋文帝開皇 3年 4月 26 日 妊娠した蕭妃を大興宮の客省に置く 冊 893､ 総録部、夢徴２
3 713 唐玄宗先天 2年 7月 3日 玄宗挙兵、太平公主一派を内客省に捕らえる 旧８、玄宗上
4 738 玄宗開元 26 年 洛陽西上陽宮に客省院の記載あり 六典７、工部郎中、員外郎

5 757 粛宗至徳 2年 9月 安禄山、捕虜哥舒翰・程千里らを洛陽の客省に幽閉 旧 187 下 ､ 忠義、許遠：鑑
220

6 771 代宗大暦 6年 4月 成都司録李少良、元載の陰事を上書し、客省に置く 鑑 224
7 773 代宗大暦 8年 9月 11 日 晉州男子 模、東市で直訴し、客省に置く 鑑 224
8 779 徳宗大暦 14 年 7 月 徳宗、客省の滞留者数百人を整理 鑑 225
9 782 徳宗建中 3年 閏正月 徳宗、成徳軍李寶臣子李惟簡を客省に拘束 旧 142､ 李宝臣附惟簡

10 782 徳宗建中 3年 幽州判官鄭雲逵、朱滔を諫言して京師に逃亡、徳宗
喜び客省に置く 旧 137､ 鄭雲逵

11 783 徳宗建中 4年 李希烈勾留下の真卿、親族家僕を京師に使わすも、
内客省に拘束 新 161､ 張薦

12 783 徳宗建中 4年 10 月 呉 、長安占拠の朱泚の説得に赴き客省に止められる 鑑 228
13 788 徳宗貞元 4年 9月 2日 高官・禁軍幹部に賞与を賜い、客省奏事に 100 貫文賜う 旧 13、徳宗下
14 818 憲宗元和 13 年 ? 4 月 1 日 成徳王承宗、子息らを遣わし銀台門で請罪→客省に安置 冊 165､ 帝王部、招懐３
15 818? 憲宗元和 13 年 平盧の李師道、武将崔承度を遣わす→待命客省 新 213､ 李正己附師道
16 831 文宗大和 5年 4月 内外客省使の印を鋳造する 冊 61、帝王部、立制度２
17 836 文宗開成元年 3月 21 日 昭義節度使劉從の使者焦楚長、客省にて進状、面対を請う 旧 17 下、文宗紀
18 904 昭宗天祐元年 閏 4月 14 日 内諸司を整理、客省使等九使以外廃止 旧 20 上、昭宗

表４．銀台門関係年表

西暦 年号 月日 概要 出典
1 730? 開元 18 年 ? 僕射張説、右銀台門にて謁見、薬を賜う 文苑英華 594
2 759 乾元 2年 4月 李輔国、銀台門で天下の事を決す 資治通鑑 221

3 769? 大暦 4年 ? 魚朝恩、功徳使をして元載配下の京兆尹崔昭を侮辱
せしめる 旧唐書 157､ 郗士美父純

4 775 大暦 10 年 2 月乙巳 昭義軍節度留後、部下に逐われ、銀台門にて素服待
罪 旧 124、薛嵩弟

5 779 大暦 14 年 7 月 徳宗、客省を整理 資治通鑑 225
6 788 貞元 4年 10 月 回鶻公主を銀台門より召入 新唐書217上､回鶻上：鑑233
7 796 貞元 12 年 5 月 代宗忌辰、 馬・諸親、銀台門にて奉慰 唐会要 23、忌日

8 799 貞元 15 年 張明進、右銀台門進奏使に任じられる 張府君墓誌銘并序：隋唐五
代墓誌滙編　陝西巻２

9 809 元和 4年 4月 節度使の進奉品を銀台門より入れる 白居易集 58、論裴均進奉
銀器状：鑑 237

10 813 元和 8年 2月 太常丞于敏の家僮、主人の犯罪を銀台門にて告発 冊府元亀 934､ 総録部、告
訐

11 818 元和 13 年 3 月 魏博節度使の使者、銀台門にて請罪 旧唐書 15、憲宗紀

12 819 元和 14 年 9 月 考功郎蕭祐、右銀台門にて書画を献呈 冊府元亀 169､ 帝王部、納
貢献

13 824 長慶 4年 4月 賊張韶、右銀台門より侵入 旧唐書 17 上、敬宗紀

14 824 長慶 4年 12 月 百姓董大和、銀台門にて耳を切り直訴 冊府元亀 625､ 卿監部、貪
冒

15 825 宝暦元年 武昌節度使の薦授の奏章、銀台門に達す 東観奏記上

16 827 大和元年 5月壬戍朔 宗正卿李鋭、宗屬を率い右銀臺門にて進名起居 冊府元亀 38、帝王部、尊
親

17 835 大和 9年 7月 諸縣主簿の右銀台門の進状を禁じる 冊府元亀 65、帝王部、発
号令

18 835? 大和 9年 ? 邕州録事参軍の妻、招討使董昌齢の夫擅殺を直訴 旧唐書 193､ 列女

19 837 開成 2年 正月 麻姑山女道士龎徳祖を銀台門より召入 冊府元亀 54、帝王部、尚
黄老 2

20 844 会昌 4年 9月 昭義の劉稹の首級を入宮、武宗、銀台門に坐し見物 入唐求法巡礼行記４
21 859 大中 13 年 8 月 左軍中尉王宗実、詔を受け右銀台門より出づ 東観奏記下
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図 1．宮城図


